
 資料４  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会の概要について 

 

１ 開催日時 令和 7年 11 月 4日（火）午前 10時 30 分から 

２ 開催場所 東京都（ベルサール八重洲 3回 Room2+3：ウェブ会議併催） 

３ 会議概要 

 

（１）太平洋広域漁業調整委員会 第３４回太平洋南部会・・・・・・・・資料４－１ 

・太平洋南部キンメダイ及び伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種の資源 

 状況及び広域資源管理の取り組みについて説明 

    キ ン メ ダ イ：親魚量は目標管理基準を上回り、2016 年以降増加傾向 

    ※資源評価資料は、本県漁業に係る魚種のみに抜粋 

・令和4年12月20日開催の資源管理手法検討部会で出された論点について整理し、

数量管理の導入に向けた調整を行う 

 

（２）太平洋広域漁業調整委員会 第３３回太平洋北部会・・・・・・・・資料４－２ 

・太平洋北部沖合性カレイ類（サメガレイ・ヤナギムシガレイほか）等の資源状況

及び広域資源管理の取り組みについて説明 

サ メ ガ レ イ：資源量指標値は限界管理基準案を下回る   

ヤナギムシガレイ：親魚量は目標管理基準案をやや下回る 

キ  チ  ジ：資源水準は中位、動向は減少   

キ ア ン コ ウ：資源水準は中位、動向は減少 

 

（３）第４３回太平洋広域漁業調整委員会・・・・・・・・・・・・・・・資料４－３ 

 ①委員の改選に伴う対応について 

  ア 会長職務代理者の互選について 

    関委員が選出 

  イ 部会に属すべき委員の氏名について 

    くろまぐろ遊漁専門部会の委員として、高田委員が選出 

  

②令和７年度のクロマグロ遊漁に関する管理について（資料４－３－１） 

  ・くろまぐろ遊漁の届出制度に係る委員会指示が議決 

  ・対象者は「遊漁者」、「遊漁船業者」、「遊漁船以外の船舶を運行する者」 

  ・管理期間は令和 8年 4月 1 日から令和 9 年 3月 31 日まで 

 

 ③太平洋クロマグロの遊漁に係る届出制に関する委員会指示及び採捕に関する委員会   

指示の一部改正について（資料４－３－２） 

  ・くろまぐろ遊漁の届出制度に合わせ、報告事項に「届出番号」を新設 

 

④沿岸クロマグロ漁業の承認に係る対応について（資料４－３－３） 

  ・沿岸クロマグロ漁業の承認の一斉更新結果について説明 

  ・令和 7管理年度の増枠を踏まえ、漁獲機会の付与が可能な場合に限り新規承認 

・令和 7年 4月時点の承認件数は 19,661 件（令和 5年比：2,783 件増加） 



 

 

 ⑤広域資源の管理について 

  ・同日に開催された北部会、南部会の審議経過について報告 

 

⑥その他 

  ア TAC 資源拡大に向けた検討状況について（資料４－３－４） 

  イ 令和８年度資源管理関係予算について 

  ウ 公調委の今後の役割等について（資料４－３－５） 

 ・今後広域漁業調整委員会の役割について、意見交換 

・事務局からは広域漁業調整委員会で取り扱う資源について、「委員会指示」の 

有無に焦点を当てて取り扱う考え方が示された。 
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太平洋南部キンメダイの広域資源管理 

１ 資源の現状 

キンメダイは、我が国では北海道釧路以南の太平洋と新潟県以南の日本海に分布し、その

うち太平洋岸では房総半島から伊豆半島沿岸、御前崎沖、伊豆諸島周辺、四国沖、南西諸島

周辺海域などを主な漁場として、立縄、底立延縄、樽流しなどの釣り漁業等によって漁獲さ

れている。この他、小笠原公海、南西諸島周辺、中部北太平洋公海域の天皇海山周辺海域等

においても、底立延縄、底刺網、トロール等によって漁獲されている。 

１都３県（東京都、千葉県、神奈川県、静岡県）における 2005〜2009 年のキンメダイの

漁獲量は 7,000 トン弱で安定していたものの、2010 年以降は減少傾向にあり、2024 年には

4,000 トンとなっている。関東沿岸から伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイ資源量は 2000

年代前半まで４万トン台で横ばい、その後は減少傾向で推移し、2015 年から緩やかに増加

傾向となり、2023 年は約 3.9 万トン。親魚量は 2000 年代前半まで３万トン台で推移し、そ

の後は減少傾向にあったが、2017 年以降は増加傾向にあり、2024 年は約 2.9 万トンとなっ

た。 

２ 関連漁業種類 

（１）自由漁業 立縄漁業

（２）知事許可漁業（東京都、静岡県） 底立てはえ縄漁業

（３）太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 底刺し網

３ 資源管理の方向性(目標、期間等) 

キンメダイ資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適切に維

持、管理するための取組が重要である。 

このため、一都三県の自由漁業を営む漁業者が取り組んでいる資源管理措置を継続または

強化していくことにより、資源量を回復させることを目標とする。 

４ 資源管理措置 

（１）関係漁業者の合意の下で、下記のとおり漁獲努力量の削減措置を実施。

各海域できめ細かい措置が機動的に講じられている。

① 立縄漁業(自由漁業)及び底立てはえ縄漁業(知事許可漁業)

都県名 関係漁業者の操業海域 取組内容 

千葉県 銚子沖、勝浦沖、東京湾口、伊豆諸島 ※ 各地の事情により、以下

取組を組合せて実施。 

・小型魚の再放流

・漁具･漁法の制限

・休漁日・休漁期間の設定

・操業規制区域の設定

・使用済漁具廃棄の禁止等

東京都 

大島周辺、利島周辺、新島(含式根島)周

辺、神津島周辺、御蔵島･イナンバ、 

三宅島周辺、八丈島(青ヶ島含む)周辺

神奈川県 東京湾口、伊豆東岸、伊豆諸島、静岡県

御前崎沖（静岡県知事許可） 

静岡県 伊豆諸島、静岡県地先 

資料４－１－２ 
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② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 委員会指示第 45 号） 

きんめだい底刺し網漁業の承認を受けた者は、底立はえ縄漁業者を会員とする漁業者 

協議会との間で合意した以下の内容等について実施。 

 ア 休漁の設定 

小型魚や産卵親魚の保護育成のため、次の海域（第１紀南海山、第２紀南海山、駒橋第

２海山）においては、11 月 1 日から翌３月 31 日までの間において、１ヶ月間の休漁を実

施する。 

イ 小型魚の保護（全長制限） 

小型魚の保護育成のため、全長 28 センチメートル未満のキンメダイは水揚げをしな

い。 

ウ 漁具の制限 

操業にあたっては、内径で 120 ミリメートル以上の網目を有する漁具を使用する。 

また、漁具の長さは一連につき 600 メートル以内とし、１回の操業において投網でき

る連の数は５連までとする。 

③漁場環境の保全措置 

操業にあたっては漁具の流出を極力防止するとともに、漁場等においてゴースト漁具

を発見した場合は、自主的に回収するよう努めている。 

 

（２）漁獲努力量の削減措置については、これまでの実施体制及び措置内容を尊重しつつ、

各地域及び漁業種類ごとの事情を勘案し、関係漁業者間の合意の下で、現在の取組をさ

らに進めていくこととする。 

 

５ 関係者間の連携体制 

従前より、キンメダイ資源管理は「一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会」

を通じて議論を重ね実践してきたが、平成 26 年に同資源の持続的利用を確保するための予

防的措置の取りまとめに向けた検討を行うため、協議会の下に各都県の漁業者代表、行政・

研究担当者、水産庁及び（国研）水産研究・教育機構で構成される「漁業者代表部会」を設

置し、年２回程度、同部会を開催することとしている。 

令和７年度の漁業者代表部会は、一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会と共

催を予定しており、12 月中に同協議会事務局会議を開催の上、議題、日程等を調整する予

定となっている。 

 

６ 資源管理手法検討部会で整理された意見・論点への対応について 

 キンメダイ太平洋系群について、数量管理を基本とする新たな資源管理について広く意見

を聴き、議論を整理するため、令和４年 12 月 20 日に第 10 回資源管理手法検討部会を開催

し、別紙のとおりその結果を整理したところ。 

これらの論点等について、キンメダイの資源管理に関する漁業者代表部会や一都三県キン

メダイ資源管理実践推進漁業者協議会の枠組みを通じ、また関係漁業者等と個別に相談しな

がら対応方向を整理し、これまでの自主管理の枠組みと並行して、新たな数量管理の導入に

伴う資源管理の目標や目標達成の方法等について検討を進められるよう、必要な調整や対応

等を行っているところ、引き続きこれらの取組を継続することとする。 
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太平洋南部キンメダイ資源管理の令和７年度の取組状況 
 

 

【広域資源管理の取組状況】 

 

  ① 立縄漁業及び底立てはえ縄漁業 

海域ごとに小型魚の再放流、漁具・漁法の制限、休漁日・休漁期間の設定及び操

業規制区域の設定等の措置を実施。 

 

  図 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、高知県のキンメダイ漁獲量の推移 

 

 

  ② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業） 

太平洋広域漁業調整委員会指示第四十五号に基づき、きんめだい底刺し網漁船１

隻を承認。また、小型魚や産卵親魚保護のための期間休漁（11 月 1 日～3 月 31 日

までの間のうち 1ヶ月）、小型魚の保護（全長制限）、漁具の制限等の取組を実施。 

  

  （参考）キンメダイ底刺し網漁業（委員会承認分）漁獲量 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

29 ﾄﾝ 73 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 46 ﾄﾝ 52 ﾄﾝ 60 ﾄﾝ 87 ﾄﾝ 52 ﾄﾝ 35 ﾄﾝ 20 ﾄﾝ 28 ﾄﾝ

※各年 1～12 月の漁獲量を集計 

7



　別　紙 

第 10回資源管理手法検討部会の結果について（抄）

令和５年２月 13 日

水 産 政 策 審 議 会

資 源 管 理 分 科 会

資源管理手法検討部会

令和４年 12 月 20 日（火）に開催された第 10 回資源管理手法検討部会で整理された論点

及び意見は次のとおり。

（１）マルアジ日本海西・東シナ海系群及びムロアジ類東シナ海

（略）

（２）キンメダイ太平洋系群

● 漁獲等報告の収集について

➢ 多くが自由漁業であることを踏まえ、漁協等を含めた現場に負担のかからない報告体

制を構築することが前提となる。

➢ 採捕位置や体長など、管理だけではなく評価の精度向上にも資する報告内容等を検討

する必要がある。

➢ 適切な資源管理のため、本系群を利用する全ての地域の漁業、遊漁船等による漁獲量

を把握する必要がある。

● 資源評価について

➢ 本系群の資源評価・管理について、一都三県において生態から漁獲に係る詳細な調

査を実施し、その生態を十分解明して、精度の高い資源評価、適切な管理手法の構

築を図る必要がある。基本的には本系群を利用する全都県を対象とするべき。

➢ 定量的にＴＡＣ等を設定するのであれば、各地域の努力量削減や漁場における環境

変化等を評価に加味するべき。

➢ 再生産関係、年齢別漁獲尾数の推定、ＣＰＵＥの標準化（環境、獲り控えの影響等

の考慮）、遊漁や食害の影響、当該漁業の就業者の趨勢などの多様な要因を考慮した

十分な資源評価となるよう、関係情報を収集するべき。

➢ 本系群の分布域全ての資源評価を漁場毎に行い、漁場毎の資源管理目標を設定すべ

き（漁獲努力量による目標が望ましい）。

● 資源管理について

➢ 漁業者は、これまでの自主管理の継続で十分管理が可能と考えている。自主的な管

理の有効性を確認し、自主的管理を基に資源管理すべき。

➢ 十分な精度の資源評価に基づき漁獲シナリオの検討・設定をするべき。特に親子関

係が不明であり、それに基づく TAC管理に不安。

➢ 一般論として、最新の技術、データに基づく数量管理が必要なことは理解。しかし、

本系群へのＴＡＣ制度導入は一都三県のみを管理対象にすることの不公平感等様々

な問題がある。系群全体の資源管理を行うべき。

➢ 小型魚の保護や釣針数の制限など、長期にわたり取り組んできた一都三県による自

主的な資源管理を評価した漁獲量の配分をしなければ不公平感を助長する。単純な
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実績ベースの適用はすべきではない。

➢ 漁業者はＴＡＣ導入の必要性に疑問があり、これまでの自主管理の継続で十分管理

が可能と考えている。自主的な管理の有効性を確認し、自主的管理を基に資源管理

すべき。

● ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項について

➢ これまでの漁業者による自主的な資源管理を評価。

➢ 本系群にＴＡＣ制度を導入する合理性の検証。

➢ 資源の公平な利用に向けたＴＡＣ導入された場合における配分方法・管理方法の考

え方等。

➢ ＴＡＣ導入にともなう減収の支援策等。

➢ 太平洋沿岸の本資源を利用している関係都県での遊漁等を含めた資源管理、サメ等

の食害対策。

（以 上）
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７
年

度
（

４
月

～
1

0
月

）
の

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
の

管
理

に
つ

い
て

令
和

７
年

1
0

月
水

産
庁
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○
届

出
の

種
類

は
３

つ
。

①
釣

り
人

（
遊

漁
者

）
②

遊
漁

船
業

者
③

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

等
の

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

を
運

航
す

る
人

Ⅰ
．

遊
漁

に
よ

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
管

理
に

つ
い

て

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

届
出

制
の

導
入

○
令

和
３

年
度

か
ら

遊
漁

に
よ

る
採

捕
に

関
す

る
規

制
を

導
入

。
○

令
和

７
年

度
の

採
捕

（
釣

り
）

に
関

す
る

規
制

（
ル

ー
ル

）
は

以
下

の
と

お
り

。

釣
り

（
遊

漁
）

に
関

す
る

規
制

（
ル

ー
ル

）

（
１

）
小

型
魚

（
3

0
k
g
未

満
）

の
採

捕
禁

止
。

意
図

せ
ず

採
捕

し
た

場
合

は
直

ち
に

放
流

。
（

２
）

大
型

魚
（

3
0

k
g
以

上
）

の
保

持
は

１
人

毎
月

１
尾

ま
で

。
そ

れ
以

上
採

捕
し

た
場

合
は

直
ち

に
放

流
。

（
３

）
大

型
魚

（
3

0
k
g
以

上
）

を
採

捕
し

た
場

合
は

、
陸

揚
げ

し
た

日
か

ら
１

日
（

翌
日

）
以

内
に

水
産

庁
へ

以
下

の
情

報
を

報
告

。
・

採
捕

者
情

報
：

氏
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
本

人
確

認
書

類
（

運
転

免
許

証
等

の
提

出
）

・
採

捕
し

た
ク

ロ
マ

グ
ロ

情
報

：
尾

数
、

重
量

、
計

量
方

法
、

尾
さ

長
（

及
び

写
真

添
付

）
、

陸
揚

げ
日

・
場

所
採

捕
海

域
、

遊
漁

船
の

船
名

・
登

録
都

道
府

県
・

番
号

（
遊

漁
船

以
外

を
利

用
し

た
場

合
は

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
）

（
４

）
資

源
管

理
の

枠
組

み
に

支
障

を
来

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
期

間
を

定
め

て
採

捕
を

禁
止

(※
)。

（
５

）
委

員
会

指
示

の
有

効
期

間
：

2
年

間
（

令
和

7
年

4
月

1
日

～
令

和
9

年
3

月
3

1
日

）

※
 採

捕
禁

止
の

運
用

に
つ

い
て

・
年

間
の

採
捕

数
量

を
6

0
ト

ン
程

度
と

し
、

こ
れ

を
毎

月
5

ト
ン

（
９

月
か

ら
３

ト
ン

）
で

均
等

配
分

し
、

各
月

の
採

捕
上

限
と

し
て

設
定

。
・

各
月

に
お

い
て

報
告

さ
れ

る
採

捕
数

量
の

積
み

上
が

り
状

況
を

見
て

、
毎

月
の

採
捕

上
限

を
超

え
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

、
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

が
公

示
し

た
日

か
ら

当
該

月
の

末
日

ま
で

の
期

間
を

採
捕

禁
止

。

N
e
w

！

【
目

的
】

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
の

全
体

像
を

把
握

す
る

た
め

１

32



Ⅱ
.
令

和
７

年
度

に
お

け
る

採
捕

状
況

に
つ

い
て

（
４

月
～

1
0

月
）

時
期

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

採
捕

上
限

５
ト

ン
５

ト
ン

５
ト

ン
５

ト
ン

５
ト

ン

採
捕

数
量

6
.2

ト
ン

4
.4

ト
ン

1
2

.6
ト

ン
1

2
.8

ト
ン

2
.8

ト
ン

採
捕

禁
止

期
間

４
月

９
日

～
４

月
3

0
日

５
月

1
4

日
～

５
月

3
1

日
６

月
５

日
～

６
月

3
0

日
７

月
４

日
～

７
月

3
1

日
８

月
４

日
～

８
月

3
1

日

主
な

採
捕

海
域

J
3

海
域

J
6

、
J
7

、
J
8

海
域

J
1

、
J
8

海
域

○
令

和
７

年
度

は
、

毎
月

５
ト

ン
で

管
理

を
行

う
こ

と
と

し
た

と
こ

ろ
。

○
６

月
及

び
７

月
に

お
い

て
、

予
想

以
上

に
採

捕
数

量
が

積
み

上
が

り
、

８
月

時
点

で
採

捕
数

量
は

3
8

.8
ト

ン
。

○
今

年
度

、
採

捕
数

量
は

6
0

ト
ン

内
で

管
理

す
る

必
要

。

・
９

月
以

降
の

管
理

方
法

を
検

討
す

る
た

め
、

「
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

専
門

部
会

」
を

開
催

。
・

専
門

部
会

に
お

け
る

議
論

の
結

果
、

令
和

７
年

９
月

か
ら

令
和

８
年

３
月

ま
で

の
遊

漁
に

お
け

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

（
大

型
魚

）
の

採
捕

に
つ

い
て

は
、

各
月

の
採

捕
上

限
を

3
.0

ト
ン

と
す

る
こ

と
が

決
定

【
４

月
か

ら
1

0
月

ま
で

の
採

捕
実

績
】

２

時
期

９
月

1
0

月

採
捕

上
限

３
ト

ン
３

ト
ン

採
捕

数
量

0
.8

ト
ン

0
.7

ト
ン

採
捕

禁
止

期
間

－
－

主
な

採
捕

海
域

J
1

海
域

J
1

海
域

海
域

図

令
和

７
年

1
0

月
2

7
日

（
月

）
時

点
ま

で
の

採
捕

実
績

：
4

0
.3

ト
ン
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Ⅲ
. 
採

捕
数

量
の

超
過

分
・

未
利

用
分

の
考

え
方

に
つ

い
て

１
．

超
過

分
に

つ
い

て

○
令

和
６

年
度

ま
で

は
、

総
採

捕
数

量
4

0
ト

ン
を

超
過

し
た

場
合

は
、

超
過

し
た

数
量

を
翌

年
の

総
採

捕
数

量
か

ら
差

し
引

い
て

管
理

し
て

い
る

。
（

例
）

令
和

４
年

度
の

総
採

捕
数

量
：

4
2

.6
ト

ン
令

和
５

年
度

の
総

採
捕

数
量

：
3

7
.4

ト
ン

（
4

0
ト

ン
－

2
.6

ト
ン

（
令

和
４

年
度

超
過

分
）

）

今
後

も
同

様
に

、
総

採
捕

数
量

を
超

過
し

た
場

合
は

、
超

過
し

た
数

量
を

翌
年

の
総

採
捕

数
量

か
ら

0
.1

ト
ン

単
位

で
差

し
引

く
こ

と
と

す
る

。

２
．

未
利

用
分

に
つ

い
て

○
漁

業
に

お
い

て
は

、
前

管
理

年
度

の
終

了
に

伴
い

確
定

し
た

漁
獲

可
能

量
の

未
利

用
分

に
つ

い
て

は
、

当
初

に
配

分
さ

れ
た

漁
獲

可
能

量
の

1
0

％
を

上
限

に
、

翌
管

理
年

度
に

繰
り

越
す

こ
と

が
で

き
る

。

漁
業

と
同

様
に

、
未

利
用

分
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
当

初
の

総
採

捕
数

量
の

1
0

％
を

上
限

に
翌

管
理

年
度

に
0

.1
ト

ン
単

位
で

繰
り

越
す

こ
と

と
す

る
。

（
例

１
）

令
和

７
年

度
の

総
採

捕
数

量
が

5
4

.1
ト

ン
だ

っ
た

場
合

（
未

利
用

分
5

.9
ト

ン
）

令
和

８
年

度
の

総
採

捕
数

量
は

6
5

.9
ト

ン
（

6
0

ト
ン

＋
5

.9
ト

ン
（

令
和

７
年

度
の

未
利

用
分

）
）

（
例

２
）

令
和

７
年

度
の

総
採

捕
数

量
が

5
０

.０
ト

ン
だ

っ
た

場
合

（
未

利
用

分
1

0
.0

ト
ン

）
令

和
８

年
度

の
総

採
捕

数
量

は
6

６
.０

ト
ン

（
6

0
ト

ン
＋

6
.0

ト
ン

（
令

和
７

年
度

の
未

利
用

分
の

う
ち

繰
り

越
し

可
能

な
数

量
）

）

３

第
５

回
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

専
門

部
会

資
料

（
抜

粋
）
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違
反

時
期

違
反

海
域

使
用

船
舶

違
反

内
容

令
和

７
年

４
月

福
島

県
い

わ
き

市
中

之
作

港
沖

P
B

小
型

魚
を

採
捕

令
和

７
年

６
月

京
都

府
経

ヶ
岬

沖
P

B
採

捕
禁

止
期

間
中

の
大

型
魚

の
採

捕

富
山

県
魚

津
沖

P
B

小
型

魚
の

採
捕

P
B

採
捕

禁
止

期
間

中
の

大
型

魚
の

採
捕

P
B

・
小

型
魚

の
採

捕
・

採
捕

禁
止

期
間

中
の

大
型

魚
の

採
捕

P
B

・
小

型
魚

の
採

捕
・

大
型

魚
の

保
持

数
制

限
・

採
捕

禁
止

期
間

中
の

大
型

魚
の

採
捕

新
潟

県
新

潟
港

（
東

港
区

）
沖

P
B

小
型

魚
の

採
捕

石
川

県
小

木
港

南
方

沖
遊

漁
船

小
型

魚
の

採
捕

令
和

７
年

７
月

新
潟

県
佐

渡
島

東
方

沖
P

B
採

捕
禁

止
期

間
中

の
大

型
魚

の
採

捕

長
崎

県
壱

岐
島

北
西

海
域

遊
漁

船
採

捕
未

報
告

令
和

７
年

８
月

北
海

道
ウ

ト
ロ

港
沖

遊
漁

船
採

捕
報

告
期

限
の

超
過

島
根

県
浜

田
港

沖
遊

漁
船

採
捕

報
告

期
限

の
超

過 ※
 令

和
７

年
1

0
月

2
4

日
（

金
）

時
点

※
令

和
６

年
度

の
裏

付
け

命
令

発
出

実
績

：
計

1
1

件
４

Ⅳ
.
委

員
会

指
示

違
反

へ
の

対
応

に
つ

い
て

○
水

産
庁

は
、

疑
義

情
報

等
か

ら
、

関
係

都
道

府
県

等
と

連
携

し
て

調
査

等
を

行
い

、
委

員
会

指
示

違
反

の
事

案
に

対
処

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

○
現

時
点

で
、

計
1

2
件

の
裏

付
け

命
令

を
発

出
。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（案）の概要 
 
１．届出  
（１）遊漁者 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの期間中（以下「管理期
間」という。）において、くろまぐろ（大型魚）を採捕しようとする遊
漁者は、以下の内容について、当該期間において最初にくろまぐろ（大
型魚）の採捕をしようとする日の１営業日前までに委員会に届け出なけ
ればならない。 
ア 氏名、住所、電話番号及びメールアドレス 
イ その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項 

 
（２）遊漁船業者 

 管理期間中において、くろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁
者を漁場に案内しようとする遊漁船業者は、使用する船舶ごとに、以下
の内容について、令和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届
け出なければならない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 遊漁船登録番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする日の属

する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 

 
（３）遊漁船以外の船舶を運航する者 

 管理期間中において、遊漁船以外の船舶を運航してくろまぐろ（大型
魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする者又は自ら漁
場に赴こうとする者は、使用する船舶ごとに、以下の内容について、令
和８年１月１日から同年３月 20 日までに委員会に届け出なければなら
ない。 
ア 氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）、住所、電話番号及

びメールアドレス 
イ 船名 
ウ 船舶番号又は船舶検査済票の番号 
エ 入出港しようとする場所 
オ その他委員会会長が別に定める事項 
※ 委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中に最初にく

ろまぐろ（大型魚）の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内し、又は自ら漁場に

赴こうとする日の属する月の前月十日までに委員会に届け出なければならない。 
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（４）届出事項の変更 
（１）から（３）までの規定による届出をした者は、届出した事項に

変更が生じたときは、速やかに、委員会に変更の届出をしなければなら
ない。 

 
（５）届出番号の交付 

委員会は、（１）から（３）までの届出を受け付けた際には、その届
出者に届出番号を遅滞なく交付する。 

 
２．指示の有効期間  

令和８年１月１日から令和９年３月 31 日までとする。 
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 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 五 十 一 号 （ 案 ）  

 

 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 百 二 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し よ う と す る 遊 漁 者 及 び く ろ ま ぐ

ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁 者 を 漁 場 に 案 内 し よ う と す る 者 が 行 う べ き 届 出

に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。  

 

 令 和 七 年 十 一 月 四 日  

太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会  会 長  北 門  利 英  

 

一  定 義  

  こ の 指 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

１  「 遊 漁 者 」  水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も

該 当 し な い も の を い う 。  

   ㈠  漁 業 者 が 漁 業 を 営 む 場 合  

  ㈡  漁 業 従 事 者 が 漁 業 者 の た め に 水 産 動 植 物 の 採 捕 に 従 事 す る 場 合  

   ㈢  試 験 研 究 又 は 教 育 実 習 を 行 う 者 が そ の た め に 水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 場 合  

２  「 管 理 期 間 」 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 期 間 を い う 。 

３  「 太 平 洋 」  法 第 百 五 十 二 条 第 二 項 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三

十 号 ） 第 十 六 条 に 規 定 す る 太 平 洋 を い う 。  

４  「 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） 」  く ろ ま ぐ ろ の う ち 、 三 十 キ ロ グ ラ ム 以 上 の も の を

い う 。  

５  「 遊 漁 船 業 者 」  遊 漁 船 業 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 六 十 三 年 法 律 第 九 十 九

号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 遊 漁 船 業 者 を い う 。  

６  「 遊 漁 船 」  遊 漁 船 業 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 遊 漁 船 を

い う 。  

二  届 出  

１  遊 漁 者  

管 理 期 間 中 に 太 平 洋 に お い て 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し よ う と す る 遊 漁

者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 、 当 該 期 間 に お い て 最 初 に く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕

を し よ う と す る 日 の 一 営 業 日 （ 「 営 業 日 」 と は 、 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 六 十 三 年 法 律 第 九 十 一 号 ） 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 日 で な い 日 を い う 。 ） 前

ま で に 、 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

㈠  氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 電 子 メ ー ル ア ド レ ス  
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㈡  そ の 他 委 員 会 会 長 が 必 要 と 認 め て 別 に 定 め る 事 項  

２  遊 漁 船 業 者  

管 理 期 間 中 に 太 平 洋 に お い て 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁

者 を 漁 場 に 案 内 し よ う と す る 遊 漁 船 業 者 は 、 使 用 す る 船 舶 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 二 十 日 ま で に 、 委 員 会 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 委 員 会 会 長 が 別 に 定 め る 要 件 に 適 合 す る 者 に あ っ て は 、 管

理 期 間 中 に お い て 最 初 に く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁 者 を 漁 場

に 案 内 し よ う と す る 日 の 属 す る 月 の 前 月 十 日 ま で に 、 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

㈠  氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 電 子 メ

ー ル ア ド レ ス  

㈡  船 名  

㈢  遊 漁 船 登 録 番 号  

㈣  入 出 港 し よ う と す る 場 所  

㈤  そ の 他 委 員 会 会 長 が 必 要 と 認 め て 別 に 定 め る 事 項  

３  遊 漁 船 以 外 の 船 舶 を 運 航 す る 者  

管 理 期 間 中 に 太 平 洋 に お い て 、 遊 漁 船 以 外 の 船 舶 を 運 航 し て 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大

型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁 者 を 漁 場 に 案 内 し よ う と す る 者 又 は 自 ら 漁 場 に 赴

こ う と す る 者 は 、 使 用 す る 船 舶 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か

ら 令 和 八 年 三 月 二 十 日 ま で に 、 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 員

会 会 長 が 別 に 定 め る 要 件 に 適 合 す る 者 に あ っ て は 、 管 理 期 間 中 に お い て 最 初 に く

ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁 者 を 漁 場 に 案 内 し 、 又 は 自 ら 漁 場 に

赴 こ う と す る 日 の 属 す る 月 の 前 月 十 日 ま で に 、 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

㈠  氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 電 子 メ

ー ル ア ド レ ス  

㈡  船 名  

㈢  船 舶 番 号 又 は 船 舶 検 査 済 票 の 番 号  

㈣  入 出 港 し よ う と す る 場 所  

㈤  そ の 他 委 員 会 会 長 が 必 要 と 認 め て 別 に 定 め る 事 項  

４  １ か ら ３ ま で の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 届 出 の 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、

速 や か に 、 委 員 会 に 変 更 の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 。  

５  １ の 届 出 を 行 っ て い な い 遊 漁 者 は 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し て は な ら な

い 。 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 意 図 せ ず 採 捕 し た 場 合 に は 、 直 ち に 海 中 に 放 流 し な

け れ ば な ら な い 。  

６  ２ の 届 出 を 行 っ て い な い 遊 漁 船 業 者 は 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 目 的 と

し て 遊 漁 者 を 漁 場 に 案 内 し て は な ら な い 。  

40



７  ３ の 届 出 を 行 っ て い な い 遊 漁 船 以 外 の 船 舶 を 運 航 す る 者 は 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型

魚 ） の 採 捕 を 目 的 と し て 遊 漁 者 を 漁 場 に 案 内 し 、 又 は 自 ら 漁 場 に 赴 い て は な ら な

い 。  

８  委 員 会 は 、 １ か ら ３ ま で の 届 出 を 受 け 付 け た と き は 、 そ の 届 出 者 に 届 出 番 号 を

遅 滞 な く 交 付 す る 。  

三  指 示 の 有 効 期 間  

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す

る 。  

四  そ の 他  

こ の 指 示 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 委 員 会 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号の二の２及び３に基づく委員会会長が定める要件

及び要件に適合する者に関する対応方針（案） 

 

令和７年 11月４日策定 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「委員会指示」という。）の二の２及び３

のただし書に基づく太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）が定める要件

及び要件に適合する者に関する対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１ 委員会指示の二の２及び３で定める届出期間外に届出しようとする者（以下「期間外

届出者」という。）は、次の表の左欄で定める要件により届出を行えなかった場合は右欄

で定める書類の写しを添えて届出を行うものとする。 

要 件 提出する書類 

（１）新たに船舶を取得した場合 船舶安全法（昭和８年法律第 11号）第９条第

１項に基づき交付された船舶検査証書及び以下

の書類のいずれか。 

① 小型船舶の登録等に関する法律（平成 13年

法律第 102 号）第７条に基づき通知された小

型船舶登録事項通知書 

② 漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）第 12 条

第１項に基づき交付された登録票 

（２）漁船登録をしている漁船につい

て、新たに船舶安全法に基づく船

舶検査を受けた場合 

以下の書類。 

① 船舶安全法第９条第１項に基づき交付され

た船舶検査証書 

② 漁船法第 12 条第１項に基づき交付された

登録票 

（３）遊漁船業の適正化に関する法律

（昭和 63 年法律第 99 号）第３条

第１項に基づき、新たに登録を受

けた場合 

以下の書類のいずれか。 

① 遊漁船業の適正化に関する法律第５条第２

項に基づく通知 

② 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

（平成元年農林水産省令第 37 号）第 18 条第

１項第１号で定められた様式のうち、別記様

式第８号 

（４）被災した結果、委員会指示に定め

る届出期間に届出を行えなかった

場合 

以下の書類のいずれか。 

① 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）

第 90 条の２第１項に基づき市町村長から交

付された証明書（罹災証明書） 

② 各自治体が発行する被災証明書 

 

２ 水産庁は、上記１の届出があった場合は速やかに期間外届出者に対し確認を行い、上

記１の表の左欄の要件により届出期間内に届出を行えなかったと認められる場合には、

届出を受付けることとし、後日、会長及び太平洋広域漁業調整委員会に報告を行う。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号の四に基づく遊漁者等によるくろ

まぐろの採捕の届出に関する事務取扱要領（案） 

 

令和７年 11 月４日策定 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「委員会指示」という。）の四

に基づく太平洋広域漁業調整委員会会長が定める遊漁者等によるくろまぐろの

採捕の届出に関する事務の取扱等について、以下のとおり定める。 

 

１．届出の方法 

委員会指示の二に定める届出は、水産庁ホームページ「クロマグロ遊漁の

部屋」（https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html）

に設けた届出用ウェブサイト（以下「届出サイト」という。）に掲載する次に掲げる

いずれかの方法により提出するものとする。また、届出の内容に変更が生じた

場合も同様とする。なお、いずれの方法でも届出が出来ない場合は、代替の方

法も可とする。 

 

（１）届出サイトへの入力 

届出サイトにアクセスし、届出用の電子フォームに入力する。 

 

（２）電子メールによる送信 

届出サイトに掲載される別紙様式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、

電子ファイルをメールアドレス jfa_bluefin_rec★maff.go.jp 宛に電子メールで送

信する。 

※★を＠に置き換えること 

 

２．届出に関する留意事項 

（１）委員会指示の二に定める届出は、参考資料に記載する海域ごとに、その海

域に設置された広域漁業調整委員会に提出すること。 
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（２）委員会指示の二の１の届出を行うに当たっては、届出時に以下の内容が判

明している場合は、その内容も記載して届け出ること。 

ア （遊漁船を使用する場合）船名、遊漁船が登録されている都道府県名、遊

漁船登録番号 

イ （遊漁船以外の船舶を使用する場合）船名、船舶番号又は船舶検査済票

の番号 

ウ カヤックやスタンドアップパドルボート（SUP）等を利用する場合 

エ 入出港しようとする場所 

オ 予定しているくろまぐろの採捕（釣り）の方法 

 

（３）委員会指示の二の２の届出を行うに当たっては、遊漁船が登録されている

都道府県名を記載して届け出ること。 

 

（４）委員会指示の二の２又は３の届出を行うに当たっては、使用しようとする船

舶ごとに届け出ること。 

 

（５）委員会指示の二の２の㈣及び３の㈣に定める入出港しようとする場所は、都

道府県名及び漁港又は港湾の名称等を記載すること。 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

届出のあった内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際

的な枠組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活

用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。）、都道府県、その他の関係機関（これらの機関から委託

を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することがある。 

 

４．届出に対する問い合わせ 

届出に形式的な不備等がある場合は、太平洋広域漁業調整委員会（以下

「委員会」という。）の事務局（水産庁）から補正を指示することがある。また、届

出のあった内容について、委員会の事務局（水産庁）から問い合わせることが

ある。
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（参考資料） 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 152 条第２項で定める 
広域漁業調整委員会の海域の区分 

太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）の
うち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域 
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海
岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線 

二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市
の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線 

三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経
て蒲生田岬灯台に至る直線 

四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から
北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十
四秒の点（次号において「Ａ点」という。）に至る直線 

六 Ａ点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分
四十四秒の点（次号において「Ｂ点」という。）に至る直線 

七 Ｂ点から百八十度に引いた線 
日本海・九
州西 

我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）の
うち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域 

瀬戸内海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経

て蒲生田岬灯台に至る直線 
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る
直線 
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こ
と
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
遊
漁
届
出
書
及
び
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書
（
遊
漁
者
用
）

　
以
下
の
と
お
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
ま
す
の
で
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
遊
漁
に
係
る
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
（
太
平
洋
に
あ
っ
て
は
第
5
1
号
、
日
本
海
・
九
州
西
に
あ
っ
て
は
第
8
2
号
又
は
瀬
戸
内
海
に
あ
っ
て
は
第
5
0
号
）
二
の
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
し
ま
す
。

住
所

氏
名

電
話
番
号

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

番
地
・
部
屋
番
号
等

住
所
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３
利
用
す
る
予
定
の
船
舶
の
情
報
及
び
出
入
港
し
よ
う
と
す
る
場
所
（
任
意
記
載
）

※
利
用
す
る
予
定
の
船
舶
欄
に
つ
い
て
は
、
利
用
し
な
い
船
舶
の
記
載
を
削
除
又
は
二
重
取
り
消
し
線
を
記
載
の
う
え
、
そ
の
船
舶
に
関
す
る
情
報
を
記
載
す
る
こ
と
。

※
上
記
で
は
行
が
足
り
な
い
場
合
は
、
行
を
追
加
す
る
こ
と
。

４
予
定
し
て
い
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
（
釣
り
）
の
方
法
（
任
意
記
載
）

ル
ア
ー
釣
り

餌
釣
り

そ
の
他
方
法

※
予
定
し
て
な
い
採
捕
（
釣
り
）
の
方
法
は
、
削
除
又
は
二
重
取
り
消
し
線
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
具
体
的
に
記
載
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
す
る
予
定
の
場
合

入
出
港
し
よ
う
と
す
る
場
所

遊
漁
船
の
登
録
都
道
府
県

遊
漁
船
登
録
番
号

遊
漁
船
の
名
称

遊
漁
船
を
利
用
す
る
予
定
の
場
合

遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

都
道
府
県
名

漁
港
又
は

港
湾
の
名
称
等

３
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

６
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

７
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

４
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

５１

利
用
す
る
予
定
の
船
舶

1
0

遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

９
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

８

船
舶
番
号
又
は

船
舶
検
査
済
票
の
番
号

船
名

２
遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等

遊
漁
船
／

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
／

カ
ヤ
ッ
ク
・
S
U
P
等
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５
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意

　
上
記
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
、
水
産
資
源
の
資
源
評
価
、
操
業
実
態
の
把
握
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
資
源
管
理
そ
の
他
の
漁
業
生
産
力
の
発
展
に
資
す
る
取
組
み
に
活
用
す
る
た
め
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
1
5
年
法
律
第
5
9
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
、
都
道
府
県
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
こ
れ
ら
の
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該
取
組
み
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
者
を
含
む
。
）
へ
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
同
意
し
ま

す
。
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別
紙

様
式

第
２

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

に
記

載
す

る
海

域
に

設
置

さ
れ

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

る
海

域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
採

捕
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

遊
漁

船
業

者
用

）

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

遊
漁

船
を

運
航

し
ま

す
の

で
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
に

係
る

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
指

示
（

太
平

洋
に

あ
っ

て
は

第
5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
２

の
規

定
に

基
づ

き
、

届
出

し
ま

す
。

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等
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３
遊

漁
船

登
録

番
号

、
遊

漁
船

の
名

称
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

４
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

遊
漁

船
の

登
録

都
道

府
県

遊
漁

船
登

録
番

号
遊

漁
船

の
名

称
都

道
府

県
名

漁
港

又
は

港
湾

の
名

称
等

入
出

港
し

よ
う

と
す

る
場

所

１ ２ ３ ４ ６５ ８７ 1
0

９
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別
紙

様
式

第
２

－
２

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

に
記

載
す

る
海

域
に

設
置

さ
れ

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

る
海

域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
採

捕
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

遊
漁

船
を

運
航

し
ま

す
の

で
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
に

係
る

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
指

示
（

太
平

洋
に

あ
っ

て
は

第
5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
２

の
規

定
に

基
づ

き
、

届
出

し
ま

す
。

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

届
出

期
間

に
届

出
を

行
え

な
か

っ
た

遊
漁

船
業

者
用

）

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
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３
遊

漁
船

登
録

番
号

、
遊

漁
船

の
名

称
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

遊
漁

船
の

名
称

入
出

港
し

よ
う

と
す

る
場

所

都
道

府
県

名
漁

港
又

は
港

湾
の

名
称

等

１ ４ ６３２

遊
漁

船
の

登
録

都
道

府
県

遊
漁

船
登

録
番

号

５ ８７ 1
0

９
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４
令

和
８

年
１

月
１

日
か

ら
同

年
３

月
2
0
日

ま
で

に
届

出
を

行
え

な
か

っ
た

理
由

（
１

）
新

た
に

船
舶

を
取

得
し

た
た

め
。

（
２

）
遊

漁
船

業
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

6
3
年

法
律

第
9
9
号

）
第

３
条

第
１

項
に

基
づ

き
、

新
た

に
登

録
を

受
け

た
た

め
。

（
３

）
被

災
し

た
結

果
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
に

係
る

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
指

示
（

太
平

洋
に

あ
っ

て
は

第
5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
た

め
。

※
当

て
は

ま
る

理
由

以
外

は
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

※ ※ ※
（

３
）

の
理

由
の

場
合

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

9
0
条

の
２

第
１

項
に

基
づ

き
市

町
村

長
か

ら
交

付
さ

れ
た

証
明

書
（

罹
災

証
明

書
）

の
写

し
又

は
各

自
治

体
が

発
行

す
る

被
災

証
明

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

５
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

６
期

間
外

の
届

出
に

関
す

る
同

意

　
当

該
届

出
を

行
う

に
当

た
り

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
理

由
と

し
て

、
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

が
別

に
定

め
る

事
項

に
合

致
し

な
い

場
合

は
、

当
該

届
出

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
と

な
る

こ
と

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
。

（
１

）
の

理
由

の
場

合
は

、
船

舶
安

全
法

（
昭

和
８

年
法

律
第

1
1
号

）
第

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

船
舶

検
査

証
書

の
写

し
及

び
小

型
船

舶
の

登
録

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
3
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

７
条

に
基

づ
き

通
知

さ
れ

た
小

型
船

舶
登

録
事

項
通

知
書

の
写

し
又

は
漁

船
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
7
8
号

）
第

1
2
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

登
録

票
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

（
２

）
の

理
由

の
場

合
は

、
遊

漁
船

業
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

6
3
年

法
律

第
9
9
号

）
第

５
条

第
２

項
に

基
づ

く
通

知
の

写
し

又
は

遊
漁

船
業

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
元

年
農

林
水

産
省

令
第

3
7
号

）
第

1
8
条

第
１

項
で

定
め

ら
れ

た
様

式
の

う
ち

、
別

記
様

式
第

８
号

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。
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別
紙

様
式

第
３

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

に
記

載
す

る
海

域
に

設
置

さ
れ

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

船
舶

を
運

航
し

、
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

し
又

は
自

ら
漁

場
に

赴
き

ま
す

の
で

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
３

の
規

定
に

基
づ

き
、

届
出

し
ま

す
。

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

を
運

航
す

る
者

用
）

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
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３
運

航
す

る
予

定
の

「
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
」

の
船

名
、

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

４
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

３ ５ ６ ７

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
船

名
都

道
府

県
名

漁
港

又
は

港
湾

の
名

称
等

入
出

港
し

よ
う

と
す

る
場

所

２１ ４ ８ ９ 1
0

55



別
紙

様
式

第
３

－
２

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

に
記

載
す

る
海

域
に

設
置

さ
れ

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

届
出

期
間

に
届

出
を

行
え

な
か

っ
た

「
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
」

を
運

航
す

る
者

用
）

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

船
舶

を
運

航
し

、
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

し
又

は
自

ら
漁

場
に

赴
き

ま
す

の
で

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
３

の
規

定
に

基
づ

き
、

届
出

し
ま

す
。

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
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３
運

航
す

る
予

定
の

「
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
」

の
船

名
、

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

船
名

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

都
道

府
県

名
漁

港
又

は
港

湾
の

名
称

等

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1
0
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４
令

和
８

年
１

月
１

日
か

ら
同

年
３

月
2
0
日

ま
で

に
届

出
を

行
え

な
か

っ
た

理
由

（
１

）
新

た
に

船
舶

を
取

得
し

た
た

め
。

（
２

）
漁

船
登

録
し

て
い

る
漁

船
に

つ
い

て
、

新
た

に
船

舶
安

全
法

に
基

づ
く

船
舶

検
査

を
受

け
た

た
め

。

（
３

）

※
当

て
は

ま
る

理
由

以
外

は
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

※ ※
（

２
）

の
理

由
の

場
合

は
、

船
舶

安
全

法
第

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

船
舶

検
査

証
書

の
写

し
及

び
漁

船
法

第
1
2
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

登
録

票
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

※
（

３
）

の
理

由
の

場
合

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

9
0
条

の
２

第
１

項
に

基
づ

き
市

町
村

長
か

ら
交

付
さ

れ
た

証
明

書
（

罹
災

証
明

書
）

の
写

し
又

は
各

自
治

体
が

発
行

す
る

被
災

証
明

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

５
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

６
期

間
外

の
届

出
に

関
す

る
同

意

　
当

該
届

出
を

行
う

に
当

た
り

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
理

由
と

し
て

、
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

が
別

に
定

め
る

事
項

に
合

致
し

な
い

場
合

は
、

当
該

届
出

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
と

な
る

こ
と

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
。

被
災

し
た

結
果

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
た

め
。

（
１

）
の

理
由

の
場

合
は

、
船

舶
安

全
法

（
昭

和
８

年
法

律
第

1
1
号

）
第

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

船
舶

検
査

証
書

の
写

し
及

び
小

型
船

舶
の

登
録

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
3
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

７
条

に
基

づ
き

通
知

さ
れ

た
小

型
船

舶
登

録
事

項
通

知
書

の
写

し
又

は
漁

船
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
7
8
号

）
第

1
2
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

登
録

票
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
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別
紙

様
式

第
４

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

及
び

３
に

記
載

す
る

海
域

に
設

置
さ

れ
る

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
会

長
殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
遊

漁
者

と
し

て
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
採

捕
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
採

捕
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

遊
漁

者
で

あ
っ

て
「

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

」
を

運
航

す
る

者
用

）

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

を
採

捕
し

、
ま

た
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

船
舶

を
運

航
し

、
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

し
又

は
自

ら
漁

場
に

赴
き

ま
す

の
で

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
１

及
び

３
の

規
定

に
基

づ
き

、
届

出
し

ま
す

。

氏
名

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
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４
運

航
す

る
予

定
の

「
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
」

の
船

名
、

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
船

名
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

都
道

府
県

名
漁

港
又

は
港

湾
の

名
称

等

１ ２ ３ ８４ ５ ７６ ９ 1
0
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５
利

用
す

る
予

定
の

船
舶

の
情

報
及

び
出

入
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

（
任

意
記

載
）

（
自

ら
運

航
す

る
の

で
は

な
く

、
遊

漁
者

と
し

て
船

舶
を

利
用

す
る

場
合

に
記

載
）

※
利

用
す

る
予

定
の

船
舶

欄
に

つ
い

て
は

、
利

用
し

な
い

船
舶

の
記

載
を

削
除

又
は

二
重

取
り

消
し

線
を

記
載

の
う

え
、

そ
の

船
舶

に
関

す
る

情
報

を
記

載
す

る
こ

と
。

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

６
予

定
し

て
い

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
採

捕
（

釣
り

）
の

方
法

（
任

意
記

載
）

ル
ア

ー
釣

り

餌
釣

り

そ
の

他
方

法

※
予

定
し

て
な

い
採

捕
（

釣
り

）
の

方
法

は
、

削
除

又
は

二
重

取
り

消
し

線
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
具

体
的

に
記

載
：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
船

名
都

道
府

県
名

漁
港

又
は

港
湾

の
名

称
等

遊
漁

船
を

利
用

す
る

予
定

の
場

合
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
を

利
用

す
る

予
定

の
場

合
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

１ ２
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

利
用

す
る

予
定

の
船

舶
遊

漁
船

の
登

録
都

道
府

県
遊

漁
船

登
録

番
号

遊
漁

船
の

名
称

遊
漁

船
／

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

／
カ

ヤ
ッ

ク
・

S
U
P
等

３
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

４
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

５
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

７
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

６
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

９
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

８
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

1
0

遊
漁

船
／

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

／
カ

ヤ
ッ

ク
・

S
U
P
等
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７
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

62



別
紙

様
式

第
４

－
２

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
２

及
び

３
に

記
載

す
る

海
域

に
設

置
さ

れ
る

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
会

長
殿

記

１
届

出
者

の
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

２
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
採

捕
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
採

捕
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

す
る

又
は

自
ら

漁
場

に
赴

く
こ

と
を

予
定

し
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書
（

遊
漁

者
で

あ
っ

て
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
「

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

」
を

運
航

す
る

者
用

）

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

を
採

捕
し

、
ま

た
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
を

目
的

と
し

て
下

記
の

船
舶

を
運

航
し

、
遊

漁
者

を
漁

場
に

案
内

し
又

は
自

ら
漁

場
に

赴
き

ま
す

の
で

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
１

及
び

３
の

規
定

に
基

づ
き

、
届

出
し

ま
す

。

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

氏
名

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
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４
運

航
す

る
予

定
の

「
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
」

の
船

名
、

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
及

び
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

４ ５ ６ ７ ８

船
名

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

都
道

府
県

名
漁

港
又

は
港

湾
の

名
称

等

２１ ３ ９ 1
0
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５
利

用
す

る
予

定
の

船
舶

の
情

報
及

び
出

入
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

（
任

意
記

載
）

（
自

ら
運

航
す

る
の

で
は

な
く

、
遊

漁
者

と
し

て
船

舶
を

利
用

す
る

場
合

に
記

載
）

※
利

用
す

る
予

定
の

船
舶

欄
に

つ
い

て
は

、
利

用
し

な
い

船
舶

の
記

載
を

削
除

の
う

え
、

そ
の

船
舶

に
関

す
る

情
報

を
記

載
す

る
こ

と
。

※
上

記
で

は
行

が
足

り
な

い
場

合
は

、
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

1
0

９
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

８
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

６
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

遊
漁

船
／

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

／
カ

ヤ
ッ

ク
・

S
U
P
等

７
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

５
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

遊
漁

船
／

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

／
カ

ヤ
ッ

ク
・

S
U
P
等

４

都
道

府
県

名

遊
漁

船
を

利
用

す
る

予
定

の
場

合
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
を

利
用

す
る

予
定

の
場

合
入

出
港

し
よ

う
と

す
る

場
所

利
用

す
る

予
定

の
船

舶
遊

漁
船

の
登

録
都

道
府

県
遊

漁
船

登
録

番
号

遊
漁

船
の

名
称

船
舶

番
号

又
は

船
舶

検
査

済
票

の
番

号
船

名
漁

港
又

は
港

湾
の

名
称

等

１
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

遊
漁

船
／

遊
漁

船
以

外
の

船
舶

／
カ

ヤ
ッ

ク
・

S
U
P
等

３
遊

漁
船

／
遊

漁
船

以
外

の
船

舶
／

カ
ヤ

ッ
ク

・
S
U
P
等

２
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６
予

定
し

て
い

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
採

捕
（

釣
り

）
の

方
法

（
任

意
記

載
）

ル
ア

ー
釣

り

餌
釣

り

そ
の

他
方

法

※
予

定
し

て
な

い
採

捕
（

釣
り

）
の

方
法

は
、

削
除

又
は

二
重

取
り

消
し

線
を

記
載

す
る

こ
と

。

７
令

和
８

年
１

月
１

日
か

ら
同

年
３

月
2
0
日

ま
で

に
届

出
を

行
え

な
か

っ
た

理
由

（
１

）
新

た
に

船
舶

を
取

得
し

た
た

め
。

（
２

）
漁

船
登

録
し

て
い

る
漁

船
に

つ
い

て
、

新
た

に
船

舶
安

全
法

に
基

づ
く

船
舶

検
査

を
受

け
た

た
め

。

（
３

）

※
当

て
は

ま
る

理
由

以
外

は
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

※ ※
（

２
）

の
理

由
の

場
合

は
、

船
舶

安
全

法
第

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

船
舶

検
査

証
書

の
写

し
及

び
漁

船
法

第
1
2
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

登
録

票
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

※
（

３
）

の
理

由
の

場
合

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

9
0
条

の
２

第
１

項
に

基
づ

き
市

町
村

長
か

ら
交

付
さ

れ
た

証
明

書
（

罹
災

証
明

書
）

の
写

し
又

は
各

自
治

体
が

発
行

す
る

被
災

証
明

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

８
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

９
期

間
外

の
届

出
に

関
す

る
同

意

（
具

体
的

に
記

載
：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
当

該
届

出
を

行
う

に
当

た
り

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
理

由
と

し
て

、
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

が
別

に
定

め
る

事
項

に
合

致
し

な
い

場
合

は
、

当
該

届
出

は
認

め
ら

れ
な

い
こ

と
と

な
る

こ
と

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
。

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

被
災

し
た

結
果

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
に

定
め

る
届

出
期

間
に

届
出

を
行

え
な

か
っ

た
た

め
。

（
１

）
の

理
由

の
場

合
は

、
船

舶
安

全
法

（
昭

和
８

年
法

律
第

1
1
号

）
第

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

船
舶

検
査

証
書

の
写

し
及

び
小

型
船

舶
の

登
録

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
3
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

７
条

に
基

づ
き

通
知

さ
れ

た
小

型
船

舶
登

録
事

項
通

知
書

の
写

し
又

は
漁

船
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
7
8
号

）
第

1
2
条

第
１

項
に

基
づ

き
交

付
さ

れ
た

登
録

票
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。
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別
紙

様
式

第
５

号

西
暦

年
月

日

　
下

記
３

に
記

載
す

る
海

域
に

設
置

さ
れ

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

会
長

殿

記

１
届

出
番

号

２
届

出
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
、

住
所

、
電

話
番

号
、

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

３
変

更
し

よ
う

と
す

る
事

項
を

届
け

出
た

海
域

太
平

洋

日
本

海
・

九
州

西

瀬
戸

内
海

※
変

更
し

よ
う

と
す

る
事

項
を

届
け

出
て

い
な

い
海

域
は

、
削

除
又

は
二

重
取

り
消

し
線

を
記

載
す

る
こ

と
。

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
変

更
届

出
書

及
び

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

書

　
以

下
の

と
お

り
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
遊

漁
届

出
書

の
記

載
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

の
で

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

遊
漁

に
係

る
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

指
示

（
太

平
洋

に
あ

っ
て

は
第

5
1
号

、
日

本
海

・
九

州
西

に
あ

っ
て

は
第

8
2
号

又
は

瀬
戸

内
海

に
あ

っ
て

は
第

5
0
号

）
二

の
４

の
規

定
に

基
づ

き
、

届
出

し
ま

す
。

住
所

住
所

番
地

・
部

屋
番

号
等

電
話

番
号

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
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４
変

更
し

よ
う

と
す

る
事

項

５
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意

　
上

記
届

出
の

内
容

に
つ

い
て

、
水

産
資

源
の

資
源

評
価

、
操

業
実

態
の

把
握

、
国

際
的

な
枠

組
み

に
お

け
る

資
源

管
理

そ
の

他
の

漁
業

生
産

力
の

発
展

に
資

す
る

取
組

み
に

活
用

す
る

た
め

、
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）

、
都

道
府

県
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
み

に
関

す
る

業
務

を
遂

行
す

る
者

を
含

む
。

）
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

変
更

事
項

変
更

前
変

更
後

変
更

し
よ

う
と

す
る

理
由
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 51号の四に基づく遊漁者等のくろまぐ

ろの採捕に関する届出制の違反者への対応方針（案） 

 

令和７年 11月４日策定 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51号（以下「委員会指示」という。）

の四に基づき、太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）

が定める委員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり

定める。 

 

１ 委員会指示に基づく届出制の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義

情報に接した場合等においては、関係する都道府県水産部局等と連携

して現地調査・指導等を行うとともに、当該指示の違反が認められる場

合には、速やかに事務局として会長に報告する。 

なお、漁業法（昭和 24年法律第 267号。以下「法」という。）第 157

条第１項に基づき、太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」とい

う。）として関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴すること

については、会長一任とし、出頭や必要な報告を徴した場合、後日、委

員会に報告するものとする。 

 

２ 会長は、上記１の報告を受け、法第 121条第４項で準用する法第 120

条第８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべきことを命じる

旨の申請（以下「裏付命令の申請」という。）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は、会長一任とし、裏付命令の申請をし

た場合、後日、委員会に報告するものとする。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の一部改正について 

 
当委員会では、遊漁者による太平洋くろまぐろの採捕の管理を行うため、太

平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「指示第 49号」という。）を発出

して、遊漁による太平洋くろまぐろの採捕の管理を実施してきたところであ

るが、次の理由により、当該指示第 49 号を一部改正する指示として、資料３

－２の（案）により太平洋広域漁業調整委員会指示第 52 号を発出するととも

に、資料３－４の（案）により指示第 49号の６に基づく遊漁者によるくろま

ぐろの採捕に関する事務取扱要領及び資料３－６の（案）により指示第 49 号

の６に基づく遊漁者のくろまぐろの採捕の制限の違反者への対応方針の一部

改正を行う。 

 

 

１．改正内容及び理由 

（１）指示第 49 号の４の⑴に定める報告内容 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 51 号（以下「指示第 51 号」という。）

に基づき、遊漁者は、遊漁により太平洋くろまぐろを採捕しようとする際に

は、届出を行わなければならず、届出を行わず太平洋くろまぐろを採捕した

場合は、指示第 51号違反として裏付命令を発出することとしている。 

指示第 49 号の４の⑴に基づき報告を行った採捕者が指示第 51 号の二の

１に基づく届出者であることを確認するため、指示第 49 号の４の⑴に定め

る報告事項に、「届出番号」を新設する。 

 

（２） 指示第 49号の項目番号の修正 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の項目番号を修正する。 

 

２．施行日 

令和８年４月１日とする。 
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
 
新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
 
正
 
 
案
 

改
 
 
正
 
 
前
 

一
 
定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

１
 
「
遊
漁
者
」
 
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。
 

㈠
 
漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合
 

㈡
 
漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合
 

㈢
 
試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合
 

２
 
「
太
平
洋
」
 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い
う
。
 

３
 
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い
う
。
 

４
 
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。
 

５
 
「
遊
漁
船
」
 
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊

漁
船
を
い
う
。
 

１
 
定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

⑴
 
「
遊
漁
者
」
 
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。
 

ア
 
漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合
 

イ
 
漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合
 

ウ
 
試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合
 

⑵
 
「
太
平
洋
」
 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い
う
。
 

⑶
 
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
い
う
。
 

⑷
 
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。
 

⑸
 
「
遊
漁
船
」
 
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊

漁
船
を
い
う
。
 

 

二
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず

採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず

採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

三
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

１
 
遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
（
以
下
「
別
個
体
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
会
長
は
、
太
平
洋
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の

取
組
み
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
太
平
洋
に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。
 

３
 
遊
漁
者
は
、
２
の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま

ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に

放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

３
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限

⑴
 
遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
一
人
毎
月
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
（
以
下
「
別
個
体
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑵
 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
会
長
は
、
太
平
洋
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の

取
組
み
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
太
平
洋
に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。
 

⑶
 
遊
漁
者
は
、
⑵
の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま

ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に

放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

四
 
報
告

１
 
遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

㈠
 
採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

㈡
 
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。
）
 

㈢
 
尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
）
 

㈣
  
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所
 

㈤
  
採
捕
し
た
海
域
 

㈥
 
遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号
 

㈦
 
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号
 

㈧
 
届
出
番
号
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
一
号
の
二
の
８
、
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指

示
第
八
十
二
号
の
二
の
８
及
び
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
号
の
二
の
８
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
番
号
を

い
う
。
）
 

２
 
１
の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
及
び
採
捕
し
た
者

の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
  
 

４
 
報
告

⑴
 
遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

イ
 
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。
）
 

ウ
 
尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
）
 

エ
  
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所
 

オ
  
採
捕
し
た
海
域
 

カ
 
遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号
 

キ
 
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号
 

（
新
設
）
 

  ⑵
 
⑴
の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
及
び
採
捕
し
た
者
の

運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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五
 
指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

５
 
指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

六
 
そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

６
 
そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 
 
 
附
 
則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
52
号
）
 

 
 
１
 
こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
２
 
こ
の
指
示
の
施
行
の
日
前
に
採
捕
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
改
正
前
の
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号
の
４
の
⑴
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 四 十 九 号 （ 案 ）  

 
改 正  

令 和 七 年  十 一 月 四 日 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 五 十 二 号  

 

 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

遊 漁 者 の く ろ ま ぐ ろ の 採 捕 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。  

 

 令 和 七 年 三 月 四 日  

             太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会  会 長  北 門  利 英  

 

 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 に よ る 遊 漁 者 の く ろ ま ぐ ろ の 採 捕 に 係 る 委 員 会 指 示  

 

一  定 義  

  こ の 指 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

１  「 遊 漁 者 」  水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も

該 当 し な い も の を い う 。  

   ㈠  漁 業 者 が 漁 業 を 営 む 場 合  

  ㈡  漁 業 従 事 者 が 漁 業 者 の た め に 水 産 動 植 物 の 採 捕 に 従 事 す る 場 合  

   ㈢  試 験 研 究 又 は 教 育 実 習 を 行 う 者 が そ の た め に 水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 場 合  

２  「 太 平 洋 」  漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 五 十 二 条 第 二 項

及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 号 ） 第 十 六 条 に 規 定 す る 太 平 洋 を い

う 。  

３  「 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 」  く ろ ま ぐ ろ の う ち 、 三 十 キ ロ グ ラ ム 未 満 の も の を

い う 。  

４  「 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） 」  く ろ ま ぐ ろ の う ち 、 三 十 キ ロ グ ラ ム 以 上 の も の を

い う 。  

５  「 遊 漁 船 」  遊 漁 船 業 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 六 十 三 年 法 律 第 九 十 九 号 ）

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 遊 漁 船 を い う 。  

 

二  く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） の 採 捕 の 制 限  

遊 漁 者 は 、 太 平 洋 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 し て は な ら な い 。 く ろ ま

ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 意 図 せ ず 採 捕 し た 場 合 に は 、 直 ち に 海 中 に 放 流 し な け れ ば な ら な

い 。  
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三  く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 の 制 限  
１  遊 漁 者 は 、 太 平 洋 に お い て 採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 一 人 毎 月 一 尾 を 超

え て 保 持 し て は な ら な い 。 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 保 持 し た 者 が 別 の く ろ ま ぐ ろ

（ 大 型 魚 ） （ 以 下 「 別 個 体 」 と い う 。 ） を 採 捕 し た 場 合 は 、 直 ち に 別 個 体 を 海 中

に 放 流 し な け れ ば な ら な い 。  

２  太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） 会 長 は 、 太 平 洋 に お け

る 遊 漁 者 に よ る く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 が 、 漁 獲 可 能 量 制 度 に 基 づ く く ろ ま

ぐ ろ の 資 源 管 理 の 枠 組 み 又 は 遊 漁 者 に よ る 資 源 管 理 の 取 組 に 支 障 を 来 す お そ れ

が あ る と 認 め る と き は 、 期 間 を 定 め 、 太 平 洋 に お い て 遊 漁 者 に よ る く ろ ま ぐ ろ （ 大

型 魚 ） の 採 捕 を 禁 止 す る 旨 、 公 示 す る 。  

３  遊 漁 者 は 、 ２ の 公 示 に よ り 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 が 禁 止 さ れ た 期 間 中

は 、 太 平 洋 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し て は な ら な い 。 く ろ ま ぐ ろ （ 大

型 魚 ） を 意 図 せ ず 採 捕 し た 場 合 に は 、 直 ち に 海 中 に 放 流 し な け れ ば な ら な い 。  

 

四  報 告  

１  遊 漁 者 は 、 太 平 洋 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し た 場 合 に は 、 採 捕 し

た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 陸 揚 げ し た 日 か ら 一 日 以 内 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項

を 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

㈠  採 捕 し た 者 の 氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 電 子 メ ー ル ア ド レ ス  

㈡  採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 尾 数 及 び 重 量 （ 計 量 方 法 を 含 む 。 ）  

㈢  尾 さ 長 （ ふ ん 端 か ら 尾 さ ま で の 長 さ を い う 。 ）  

㈣  採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 陸 揚 げ し た 日 及 び 陸 揚 げ し た 場 所  

㈤  採 捕 し た 海 域  

㈥  遊 漁 船 を 利 用 し た 場 合 は 、 そ の 船 名 、 登 録 都 道 府 県 名 及 び 遊 漁 船 登 録 番 号  

㈦  遊 漁 船 以 外 の 船 舶 を 利 用 し た 場 合 は 、 そ の 船 舶 番 号 又 は 船 舶 検 査 済 票 の 番 号  

㈧  届 出 番 号 （ 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 五 十 一 号 の 二 の ８ 、 日 本 海 ・ 九

州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 八 十 二 号 の 二 の ８ 及 び 瀬 戸 内 海 広 域 漁 業 調 整 委

員 会 指 示 第 五 十 号 の 二 の ８ に 基 づ き 交 付 さ れ る 番 号 を い う 。 ）  

２  １ の 報 告 を 行 う に 当 た っ て は 、 採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 尾 さ 長 が 確 認

で き る 写 真 及 び 採 捕 し た 者 の 運 転 免 許 証 又 は こ れ に 類 す る も の で あ っ て 氏 名 及

び 住 所 を 証 す る 書 類 の 写 し を 併 せ て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

五  指 示 の 有 効 期 間  

  こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る 。 

 

六  そ の 他  
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こ の 指 示 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 委 員 会 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。
附 則 （ 太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 五 十 二 号 ）

１ こ の 指 示 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 指 示 の 施 行 の 日 前 に 採 捕 さ れ た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） に 関 す る 改 正 前 の 太

平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 四 十 九 号 の ４ の ⑴ の 規 定 に 基 づ く 報 告 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
第
49
号
の
６
に
基
づ
く
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
 
新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
 
正
 
 
案
 

改
 
 
正
 
 
前
 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
の
六
に
基
づ
く
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
 

 

令
和
７
年
３
月
４
日
策
定

令
和
７
年
11
月
４
日
一
部
改
正

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
の
６
に
基
づ
く
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領
 

 

令
和
７
年
３
月
４
日
策
定

  

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

49
号
（
以
下
「
委
員
会
指
示
」
と
い
う
。
）
の
六
に
基
づ
き
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
が
定
め
る

遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
等
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。
 

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

49
号
（
以
下
「
委
員
会
指
示
」
と

い
う
。
）
の
６
に
基
づ
く
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
等
に
つ
き
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。
 

１
．
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
実
績
の
報
告
方
法

 
委

員
会

指
示

の
四

の
１

に
定

め
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）

の
採

捕
実

績
の

報
告

は
、

水
産

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

遊
漁

の
部

屋
」

（
ht
tp
s:
//
ww
w.
jf
a.
ma
ff
.g
o.
jp
/j
/e
no
ki
/y
ug
yo
/i
nd
ex
.h
tm
l）

に
設
け
た
報
告
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
以
下
「
報
告
サ
イ
ト
」
と
い
う
。
）
に
掲
載
さ
れ

た
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
方
法
で
も
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
代
替
の
方
法
も
可
と
す
る
。
 

 ⑴
報
告
サ
イ
ト
へ
の
入
力
 

 
報
告
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
委
員
会
指
示
の
四
の
１
及
び
２
に
定
め
る
事
項
を
報
告
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
及
び
添
付
し
報
告
す
る
。
 

 ⑵
報
告
用
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
 

 
報
告
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
上
で
、
委
員
会
指
示
の
四
の
１
及
び
２
に
定

め
る
事
項
を
入
力
及
び
添
付
し
報
告
す
る
。
 

 ⑶
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
送
信
 

 
委
員
会
指
示
の
四
の
１
及
び
２
に
定
め
る
事
項
を
入
力
及
び
添
付
（
報
告
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
別
紙
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
必
要
事
項
を
入
力
後

の
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
付
す
る
こ
と
で
も
可
）
し
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

km
-y
ug
yo
★
ma
ff
.g
o.
jp

宛
て
に
電
子
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
。
 

 
※
★
を
＠
に
置
き
換
え
る
こ
と
。
 

 

１
．
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
実
績
の
報
告
方
法

 
委

員
会

指
示

の
４

⑴
に

定
め

る
く

ろ
ま

ぐ
ろ

（
大

型
魚

）
の

採
捕

実
績

の
報

告
は

、
水

産
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
遊

漁
の

部
屋

」

（
ht
tp
s:
//
ww
w.
jf
a.
ma
ff
.g
o.
jp
/j
/e
no
ki
/y
ug
yo
/i
nd
ex
.h
tm
l）

に
設
け
た
報
告
用
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
以
下
「
報
告
サ
イ
ト
」
と
い
う
。
）
に
掲
載
さ
れ

た
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
方
法
で
も
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
代
替
の
方
法
も
可
と
す
る
。
 

 ⑴
報
告
サ
イ
ト
へ
の
入
力
 

 
報
告
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
委
員
会
指
示
の
４
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
事
項
を
報
告
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
及
び
添
付
し
報
告
す
る
。
 

 ⑵
報
告
用
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
 

 
報
告
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
上
で
、
委
員
会
指
示
の
４
⑴
及
び
⑵
に
定
め

る
事
項
を
入
力
及
び
添
付
し
報
告
す
る
。
 

 ⑶
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
送
信
 

 
委
員
会
指
示
の
４
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
事
項
を
入
力
及
び
添
付
（
報
告
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
別
紙
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
必
要
事
項
を
入
力
後
の

電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
付
す
る
こ
と
で
も
可
）
し
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

km
-y
ug
yo
★
ma
ff
.g
o.
jp

宛
て
に
電
子
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
。
 

 
※
★
を
＠
に
置
き
換
え
る
こ
と
。
 

 

２
．
報
告
に
関
す
る
留
意
事
項

⑴
委
員
会
指
示
の
四
の
１
の
㈡
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
重
量
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
計
量
方

法
に
つ
い
て
は
、
秤
、
目
測
、
尾
さ
長
に
よ
る
換
算
、
そ
の
他
の
方
法
か
ら
選
択
し
て
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑵
委
員
会
指
示
の
四
の
１
の
㈢
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、

添
付
す
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
メ
ジ
ャ
ー
を
添
え
る
な
ど
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑶
委
員
会
指
示
の
四
の
１
の
㈣
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
場
所
は
、
都
道
府
県
名
及
び
場
所
名
（
港
の
名
前
等
）
を

記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑷
委
員
会
指
示
の
四
の
１
の
㈤
に
定
め
る
採
捕
し
た
海
域
は
、
別
図
の
区
分
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑸
委
員
会
指
示
の
四
の
１
の
㈧
に
定
め
る
届
出
番
号
は
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

51
号
の
二
の
８
、
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
指
示
第

82
号
の
二
の
８
及
び
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

50
号
の
二
の
８
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
番
号
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑹
委
員
会
指
示
の
四
の
２
に
定
め
る
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
は
、
当
該
書
類
を
撮
影
し
た
写
真
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

２
．
報
告
に
関
す
る
留
意
事
項

⑴
委
員
会
指
示
の
４
⑴
イ
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
重
量
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
計
量
方
法
に

つ
い
て
は
、
秤
、
目
測
、
尾
さ
長
に
よ
る
換
算
、
そ
の
他
の
方
法
か
ら
選
択
し
て
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑵
委
員
会
指
示
の
４
⑴
ウ
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
添
付

す
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
メ
ジ
ャ
ー
を
添
え
る
な
ど
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑶
委
員
会
指
示
の
４
⑴
エ
に
定
め
る
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
場
所
は
、
都
道
府
県
名
及
び
場
所
名
（
港
の
名
前
等
）
を
記
入

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ⑷
委
員
会
指
示
の
４
⑴
オ
に
定
め
る
採
捕
し
た
海
域
は
、
別
図
の
区
分
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
新
設
）
 

  ⑸
委
員
会
指
示
の
４
⑵
に
定
め
る
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
は
、
当
該
書
類
を
撮
影
し
た
写
真
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

３
．
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
（
略
）
 

３
．
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
（
略
）
 

 

４
．
報
告
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ

 
（
略
）
 

 

４
．
報
告
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ

 
（
略
）
 

別
紙
様
式

採
捕
実
績
報
告
書
及
び
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日

別
紙
様
式

採
捕
実
績
報
告
書
及
び
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書
 

年
 
 
月
 
 
日

77



 

 

 太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
 
殿
 

 １
 
採
捕
実
績
の
報
告
 

 
 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
の
四
の
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
実
績
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
し

ま
す
。
 

 

届
出
番
号
 

氏
名
 

住
所
 

電
話
番
号
 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

 

【
遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
】
 

遊
漁
船
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号
 

 

【
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
（
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
）
を
利
用
し
た
場
合
】
 

船
舶
の
船
名
及
び
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号
 

 

陸
揚
げ
し
た
日
 

尾
数
（
う
ち
リ
リ
ー
ス
し
た
尾
数

）
 

重
量
（
う
ち
リ
リ
ー
ス
し
た
重
量

）
（
kg
）
 

採
捕
し
た
海
域
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

（
 
 
 
 
 
）
尾

（
 
 
 
 
 
）
kg

陸
揚
げ
し
た
場
所
（
※
１
）
 

尾
さ
長
(う

ち
リ
リ
ー
ス
し
た
尾
さ

長
）
（
cm
）
(※

２
) 

計
量
方
法
（
※
３
）
 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
（
釣
り
）
の

方
法
（
※
４
）
 

 
（
 
 
 
 
 
）
cm

※
１
 
陸
揚
げ
し
た
場
所
は
、
都
道
府
県
名
及
び
場
所
名
（
港
の
名
前
等
）
を
記
載
。
 

※
２
 
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
 

※
３
 
計
量
方
法
は
以
下
か
ら
選
択
。
 

 
 
 
【
秤
、
目
測
、
尾
さ
長
に
よ
る
換
算
、
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
）
】
 

※
４
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
（
釣
り
）
の
方
法
は
以
下
か
ら
選
択
。
 

 
 
 
【
ル
ア
ー
釣
り
、
餌
釣
り
、
そ
の
他
方
法
（
具
体
的
に
記
載
）
】
 

 添
付
資
料
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
（
□
に
✓
を
入
れ
る
。
）
 

①
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
メ
ジ
ャ
ー
を
添
え
る
な
ど
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
 
□
 

②
 
採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
 
□
 

 ２
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
 

 
 
上
記
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
水
産
資
源
の
資
源
評
価
、
操
業
実
態
の
把
握
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
資
源
管
理
そ
の
他
の
漁
業
生
産
力
の
発
展

に
資
す
る
取
組
に
活
用
す
る
た
め
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法

律
第
59
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
、
都
道
府
県
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
こ
れ
ら
の
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該

取
組
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
者
を
含
む
。
）
へ
提
供
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 

 太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
 
殿
 

 １
 
採
捕
実
績
の
報
告
 

 
 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
４
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
実
績
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま

す
。
 

 

（
新
設
）
 

氏
名
 

住
所
 

電
話
番
号
 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 

 

【
遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
】
 

遊
漁
船
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号
 

 

【
遊
漁
船
以
外
の
船
舶
（
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
）
を
利
用
し
た
場
合
】
 

船
舶
の
船
名
及
び
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号
 

 

陸
揚
げ
し
た
日
 

尾
数
（
う
ち
リ
リ
ー
ス
し
た
尾
数

）
 

重
量
（
う
ち
リ
リ
ー
ス
し
た
重
量

）
（
kg
）
 

採
捕
し
た
海
域
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

（
 
 
 
 
 
）
尾

（
 
 
 
 
 
）
kg

陸
揚
げ
し
た
場
所
（
※
１
）
 

尾
さ
長
(う

ち
リ
リ
ー
ス
し
た
尾
さ

長
）
（
cm
）
(※

２
) 

計
量
方
法
（
※
３
）
 

（
新
設
）
 

 
（
 
 
 
 
 
）
cm

※
１
 
陸
揚
げ
し
た
場
所
は
、
都
道
府
県
名
お
よ
び
場
所
名
（
港
の
名
前
等
）
を
記
載
。
 

※
２
 
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
 

※
３
 
計
量
方
法
は
以
下
か
ら
選
択
。
 

 
 
 
【
秤
、
目
測
、
尾
さ
長
に
よ
る
換
算
、
そ
の
他
（
具
体
的
に
記
載
）
】
 

（
新
設
）
 

  添
付
資
料
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
（
□
に
✓
を
入
れ
る
。
）
 

①
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
メ
ジ
ャ
ー
を
添
え
る
な
ど
尾
さ
長
が
確
認
で
き
る
写
真
 
□
 

②
 
採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
 
□
 

 ２
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
 

 
 
上
記
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
水
産
資
源
の
資
源
評
価
、
操
業
実
態
の
把
握
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
資
源
管
理
そ
の
他
の
漁
業
生
産
力
の
発
展

に
資
す
る
取
組
に
活
用
す
る
た
め
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法

律
第
59
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
）
、
都
道
府
県
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
こ
れ
ら
の
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該

取
組
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
者
を
含
む
。
）
へ
提
供
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六に基づく遊漁者によるくろまぐろの採

捕に関する事務取扱要領（案） 

 

令和７年３月４日策定 

令和７年 11 月４日一部改正 

 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」という。）の六に基づき、

太平洋広域漁業調整委員会会長が定める遊漁者によるくろまぐろの採捕に関する事務

の取扱等について、以下のとおり定める。 

 

１．くろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告方法 

  委員会指示の四の１に定めるくろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告は、水産庁ホー

ムページ「遊漁の部屋」（http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）に設け

た報告用ウェブサイト（以下「報告サイト」という。）に掲載された次に掲げるいずれかの

方法により提出するものとする。なお、いずれの方法でも提出できない場合は、代替の

方法も可とする。 

 

（１）報告サイトへの入力 

報告サイトにアクセスし、委員会指示の四の１及び２に定める事項を報告フォームに

入力及び添付し報告する。 

 

（２）報告用アプリケーションの利用 

報告サイトに掲載されるアプリケーションを自身のスマートフォン等にインストールした

上で、委員会指示の四の１及び２に定める事項を入力及び添付し報告する。 

 

（３）電子メールによる送信 

委員会指示の四の１及び２に定める事項を入力及び添付（報告サイトに掲載される

別紙様式をダウンロードし必要事項を入力後の電子ファイルを送付することでも可）し、

メールアドレス km-yugyo★maff.go.jp 宛に電子メールで送信する。 

※★を＠に置き換えること。 

 

２．報告に関する留意事項 

（１）委員会指示の四の１の㈡に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の重量はキログラム

単位で記入するものとする。また、計量方法については、秤、目測、尾さ長による換算、

その他の方法から選択して記入するものとする。 
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（２）委員会指示の四の１の㈢に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長はセンチメ

ートル単位で記入するものとする。また、添付するくろまぐろ（大型魚）の写真について

は、メジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真を添付するものとする。 

 

（３）委員会指示の四の１の㈣に定める採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした場所は、

都道府県名および場所名（港の名前等）を記入するものとする。 

 

（４）委員会指示の四の１の㈤に定める採捕した海域は、別図の区分を記入するものとす

る。 

 

（５）委員会指示の四の１の㈧に定める届出番号は、太平洋広域漁業調整委員会指示第

51 号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 82 号の二の８及び瀬戸

内海広域漁業調整委員会指示第 50 号の二の８に基づき交付される番号を記入する

ものとする。 

 

（６）委員会指示の四の２に定める氏名及び住所を証する書類の写しは、当該書類を撮

影した写真を含むものとする。 

 

３．個人情報等の取扱いについて 

報告のあった内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠

組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国

の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成 15年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、都道府県

その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する

者を含む。）へ提供することがある。 

 

４．報告に対する問い合わせ 

報告のあった内容について、水産庁から問い合わせることがある。 
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別紙様式                

採捕実績報告書及び個人情報の取扱いに関する同意書  

 年   月   日  

   

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿  

   

１ 採捕実績の報告  

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の四の１の規定に基づき、くろまぐろ（大型魚）の採捕実績に

ついて、次のとおり報告します。   

届出番号

氏名  

住所  

電話番号  

電子メールアドレス  

【遊漁船を利用した場合】

遊漁船の船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号

【遊漁船以外の船舶（プレジャーボート）を利用した場合】

船舶の船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号 

陸揚げした日  尾数 (うちリリースした尾数) 重量(うちリリースした

重量)(kg) 

採捕した海域  

年   月   日      （     ）尾 （   ）kg

陸揚げした場所（※１） 尾さ長(うちリリースした尾さ

長)(cm)（※２） 

計量方法 （※３） くろまぐろの採捕（釣

り）の方法 （※４） 

     （     ）cm 

  ※１ 陸揚げした場所は、都道府県名及び場所名（港の名前等）を記載。 

 ※２ ふん端から尾さまでの長さをいう。 

※３ 計量方法は以下から選択。 

【秤、目測、尾さ長による換算、その他（具体的に記載）】 

※４ くろまぐろの採捕（釣り）の方法は以下から選択。 

【ルアー釣り、餌釣り、その他方法（具体的に記載）】 

 

添付資料のチェック欄（□に✓を入れる。） 

① くろまぐろにメジャーを添えるなど尾さ長が確認できる写真 □ 

② 採捕した者の運転免許証の写し又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写し □ 

  

２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠組みにおける資源管理その

他の漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。）、都道府県その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含

む。）へ提供されることがあることに同意します。   
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
第
49
号
の
６
に
基
づ
く
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
制
限
の
違
反
者
へ
の
対
応
方
針
 
新
旧
対
照
表

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
 
正
 
 
案
 

改
 
 
正
 
 
前
 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
の
六
に
基
づ
く
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
制
限
の
違
反
者
へ
の
対
応
方
針
 

 

令
和
７
年
３
月
４
日
策
定

令
和
７
年
11
月
４
日
一
部
改
正

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
49
号
の
６
に
基
づ
く
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
制
限
の
違
反
者
へ
の
対
応
方
針
 

 

令
和
７
年
３
月
４
日
策
定

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

49
号
（
以
下
「
委
員
会
指
示
」
と
い
う
。
）
の
六
に
基
づ
く
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
（
以
下

「
会
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
委
員
会
指
示
に
違
反
し
た
者
へ
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。
 

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第

49
号
（
以
下
「
委
員
会
指
示
」
と
い

う
。
）
の
６
に
基
づ
き
、
委
員
会
指
示
に
違
反
し
た
者
へ
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
定
め
る
。
 

１
．
委
員
会
指
示
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
水
産
庁
は
、
疑
義
情
報
に
接
し
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
関
係
す
る
都
道
府
県
水
産
部
局
と
連
携
し
て

現
地
調
査
・
指
導
等
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
指
示
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
事
務
局
と
し
て
会
長
に
報
告
す
る
。
 

な
お
、
漁
業
法
（
昭
和

24
年
法
律
第

26
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

15
7
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
し
て
関
係
者
に
対
し
て
出
頭
を
求
め
、
又
は
必
要
な
報
告
を
徴
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
会
長
一
任
と
し
、
出
頭
や
必
要

な
報
告
を
徴
し
た
場
合
、
後
日
、
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  ２
．
会
長
は
、
上
記
１
の
報
告
を
受
け
、
法
第

12
1
条
第
４
項
で
準
用
す
る
法
第

12
0
条
第
８
項
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
指
示
に
従
う
べ
き

こ
と
を
命
じ
る
旨
の
申
請
（
以
下
「
裏
付
命
令
の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
す
る
。
 

裏
付
命
令
の
申
請
に
係
る
手
続
は
、
会
長
一
任
と
し
、
裏
付
命
令
の
申
請
を
し
た
場
合
、
後
日
、
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

１
．
委
員
会
指
示
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
水
産
庁
は
、
疑
義
情
報
に
接
し
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
関
係
す
る
都
道
府
県
水
産
部
局
と
連
携
し
て

調
査
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
指
示
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
事
務
局
と
し
て
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
（
以

下
「
会
長
」
と
い
う
。
）
に
報
告
す
る
。
 

な
お
、
漁
業
法
第

15
7
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
委
員
会
と
し
て
関
係
者
に
対
し
て
出
頭
を
求
め
、
又
は
必
要
な
報
告
を
徴
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

会
長
（
又
は
会
長
職
務
代
理
）
一
任
と
し
、
出
頭
や
必
要
な
報
告
を
徴
し
た
場
合
、
後
日
、
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

※
 
必
要
に
応
じ
て
、
水
産
庁
は
関
係
都
道
府
県
等
と
連
携
し
て
現
地
調
査
等
を
実
施
。
 

 ２
．
会
長
は
、
上
記
１
の
報
告
を
受
け
、
漁
業
法
第

12
1
条
第
４
項
で
準
用
す
る
同
法
第

12
0
条
第
８
項
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
指
示
に
従

う
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
旨
の
申
請
（
裏
付
命
令
の
申
請
）
を
す
る
。
 

裏
付
命
令
の
申
請
に
係
る
手
続
は
、
会
長
（
又
は
会
長
職
務
代
理
）
一
任
と
し
、
裏
付
命
令
の
申
請
を
し
た
場
合
、
後
日
、
委
員
会
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六に基づく遊漁者のくろまぐろの採

捕の制限の違反者への対応方針（案）  

 

令和７年３月４日 

令和７年 11 月４日一部改正 

 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「委員会指示」という。）の六

に基づく太平洋広域漁業調整委員会会長（以下「会長」という。）が定める委

員会指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１．委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報に接した場合等

においては、関係する都道府県水産部局と連携して現地調査・指導等を行う

とともに、当該指示の違反が認められる場合には、速やかに事務局として会

長に報告する。 

  なお、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 157条第

１項に基づき、太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）とし

て関係者に対して出頭を求め、又は必要な報告を徴することについては、会

長一任とし、出頭や必要な報告を徴した場合、後日、委員会に報告するもの

とする。 

 

２．会長は、上記１の報告を受け、法第 121 条第４項で準用する法第 120 条第

８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべきことを命じる旨の申請

（以下「裏付命令の申請」という。）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は会長一任とし、裏付命令の申請をした場合、

後日、委員会に報告するものとする。 
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沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
承
認
の

一
斉
更
新
の
結
果
に
つ
い
て

令
和
７
年

1
1
月

85
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広
調
委
の
承
認
制
に
つ
い
て
（
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
）
➀

広
域
漁
業
調
整
委
員
会

の
海
域
区
分

※
対
象
漁
業
、
提
出
書
類
は
基
本
的
に
届
出
制
と
同
様
【
法
的
根
拠
：
漁
業
法
（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
）
】

自
由
漁
業

(曳
き
縄
漁
業
等

)に
届
出
制
を
導
入

漁
獲
実
績
報
告
の
義
務
化

（
平
成

23
年

4
月
か
ら
順
次
実
施
）

こ
れ
ま
で

沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
実
態
把
握

（
漁
獲
量
、
漁
法
、
水
揚
げ
場
所
、
操
業
海
域
、

ト
ン
数
階
層
等
）

沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
管
理
体
制
の
強
化

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
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員
会

太
平
洋
広
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漁
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調
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委
員
会

瀬
戸
内
海
広
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漁
業
調
整
委
員
会

●
届
出
制
か
ら
承
認
制
へ
移
行

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示

に
基
づ
き
隻
数
制
限
を
導
入
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平
成

2
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 更

新
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●
平
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新
２
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成
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和
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新
４
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●
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和
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新
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●
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和
７
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新
６
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目
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枠
を
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ま
え
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の
付
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が
可
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限

り
新
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認
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出
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2
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6
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賀
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45
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1
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7
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1
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2
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庫
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1
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8
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9
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3
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崎
県
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2,4
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5
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5
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5

45
1

和
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山
県

1,8
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1,7
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1,2
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1,1
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4
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4

59
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59
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6
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5
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4
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1

41
8
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0
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1
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0
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7
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分
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4
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0
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1,0
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宮
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56
8

56
7

56
8

54
8
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広
調

委
の

承
認

制
に

つ
い

て
（

沿
岸

く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業
）

②

一
斉

更
新

後
の

各
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

管
轄

別
の

沿
岸

く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁

業
承

認
数

（
令

和
７
年

４
月

時
点

）
は

以
下

の
と
お
り

・
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

：
9
,1
7
9

・
太

平
洋

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
：
9
,5
2
9

・
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
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9
5
3

沿
岸

く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
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承
認
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７
年
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時
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・

九
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西
太
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洋

瀬
戸
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日
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・

九
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西
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洋

瀬
戸

内
海

日
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海
・

九
州
西

太
平

洋
瀬

戸
内
海

北
海

道
4
2
4

1
,2
7
1

1
,6
9
5

石
川
県

2
7
6

2
7
6

山
口

県
9
2
2

9
2
2

青
森

県
1
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2
3

1
,1
3
2

2
,1
5
5

福
井
県

2
4
4

2
4
4

徳
島

県
9

3
5
6

1
1
1

4
7
6

岩
手
県

2
2

2
2

静
岡
県

9
9
9

9
9
9

香
川

県
0

宮
城
県

4
1

4
1

愛
知
県

0
愛
媛

県
4
1

4
1

秋
田
県

1
6
4

1
6
4

三
重
県

7
9
8

7
9
8

高
知

県
1
0
5

1
,5
8
9

1,
6
9
4

山
形
県

1
3
7

1
3
7

京
都
府

2
5
5

2
5
5

福
岡

県
5
0
7

5
0
7

福
島
県

4
4
4

4
4
4

大
阪
府

6
6

佐
賀

県
1
0
1

1
0
1

茨
城
県

2
9
2

2
9
2

兵
庫
県

2
5
0

2
3
01

5
5
3

長
崎

県
2
,5
5
4

2,
5
5
4

千
葉
県

4
5
1

4
5
1

和
歌

山
県

6
6

7
5
6

5
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1
,3
5
7

熊
本

県
6
3

6
3

東
京
都

4
2
0

4
2
0

鳥
取
県

2
2
7

2
2
7
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分
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2
5

1
3
9

1
6
4

神
奈
川

県
2
7
8

2
7
8

島
根
県

1
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1
5

1
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1
5

宮
崎

県
5
3

4
9
3

5
4
6

新
潟
県

2
0
8

1
2
0
9

岡
山
県

0
鹿
児

島
3
5
9

3
3
6
2

富
山
県

1
9
2

1
9
2

広
島
県

0
沖
縄

県
1

1

合
計

9
,1
7
9

9
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2
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9
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9
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6
1

合
計
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太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 四 十 八 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。

令 和 六 年 十 一 月 十 八 日

太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 北 門 利 英

太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 に よ る 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 の 承 認 に 係 る 委 員 会 指 示

１ 定 義
こ の 指 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

⑴ 「 太 平 洋 」 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 百 五 十 二 条 第 二 項 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 号 ） 第 十 六 条 に

規 定 す る 太 平 洋

⑵ 「 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 」 次 に 掲 げ る 漁 業 の い ず れ に も 該 当 し な い 漁 業 で あ っ

て 、 動 力 漁 船 に よ り く ろ ま ぐ ろ を と る こ と を 目 的 と す る 漁 業

イ 法 第 六 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 定 置 漁 業

ロ 法 第 六 十 条 第 五 項 に 規 定 す る 共 同 漁 業

ハ 法 第 六 十 条 第 七 項 に 規 定 す る 入 漁 権 に 基 づ き 営 む 共 同 漁 業

ニ 漁 業 の 許 可 及 び 取 締 り 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 三 十 八 年 農 林 省 令 第 五 号 ） 第 二

条 各 号 、 第 七 十 条 各 号 又 は 第 七 十 七 条 第 一 項 第 二 号 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 漁

業
ホ 法 第 五 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 都 道 県 知 事 が 定 め る 規 則 に 定 め る 知 事 許 可

漁 業 の う ち 、 次 に 掲 げ る 漁 業

（ イ ） 小 型 定 置 漁 業

（ ロ ） 小 型 定 置 網 漁 業

（ ハ ） 底 建 網 漁 業

（ ニ ） 別 表 １ の 上 欄 に 掲 げ る 都 に お け る 下 欄 に 掲 げ る 漁 業

ヘ 法 第 百 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 の 指 示 に よ る 漁 業 で あ っ

て 、 別 表 ２ の 上 欄 に 掲 げ る 道 県 に お け る 下 欄 に 掲 げ る 漁 業

２ 操 業 の 禁 止

令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 太 平 洋 に お い て 、 沿 岸

く ろ ま ぐ ろ 漁 業 を 営 ん で は な ら な い 。 た だ し 、 ３ 又 は ４ の 規 定 に よ る 太 平 洋 広 域 漁
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業 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 承 認 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 操 業 の 承 認

⑴ こ の 指 示 の 有 効 期 間 の 開 始 の 日 の 前 日 （ 令 和 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ） に お い て 、

太 平 洋 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 四 十 三 号 の ３ の ⑴ 又 は ４ の ⑷ の 規 定 に よ る 委 員

会 の 承 認 を 受 け て 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 を 現 に 営 ん で い る 者 （ 以 下 「 旧 被 承 認 者 」

と い う 。 ） で 、 次 に 掲 げ る イ か ら ニ ま で の 条 件 を 満 た す 者 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日

か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 太 平 洋 に お い て 、 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 を

営 も う と す る 場 合 に は 、 使 用 す る 船 舶 ご と に 、 令 和 七 年 二 月 十 日 ま で に 申 請 し て 、

委 員 会 の 承 認 を 受 け る こ と が で き る 。

イ 令 和 五 年 一 月 一 日 か ら 令 和 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 く ろ ま ぐ ろ の 漁

獲 実 績 を 一 キ ロ グ ラ ム 以 上 有 す る こ と 。

た だ し 、 前 段 に 該 当 し な い 場 合 で あ っ て 、 申 請 者 の 住 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県

の 水 産 主 務 課 長 に よ る 、 当 該 都 道 府 県 の 水 産 政 策 上 、 旧 被 承 認 者 に 係 る 承 認 を

保 持 す る 必 要 が あ り 、 か つ 当 該 都 道 府 県 の 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 遵 守 に 支 障

が な い 旨 の 意 見 書 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

ロ 申 請 者 の 住 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県 の 水 産 主 務 課 長 に よ る 、 く ろ ま ぐ ろ の 採 捕

に 係 る 都 道 府 県 知 事 が 行 う 採 捕 停 止 命 令 に 明 ら か に 従 わ な い 漁 業 者 で は な い 旨

の 意 見 書 が あ る こ と 。

ハ 法 第 百 二 十 一 条 第 四 項 で 準 用 す る 同 法 第 百 二 十 条 第 十 一 項 の 規 定 に 基 づ く 農

林 水 産 大 臣 の 命 令 が 出 さ れ た 日 又 は 承 認 を 取 り 消 さ れ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し て

い な い 者 で は な い こ と 。

ニ 申 請 者 が 、 次 の ① か ら ③ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

① 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七

号 ） 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 同 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で な く な

っ た 日 か ら 五 年 を 経 過 し な い 者 （ 以 下 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。 ）

② 法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 又 は 使 用 人 （ 操 船 又 は 漁 ろ う を 指 揮 監 督 す る 者 を

い う 。 ） の 中 に 暴 力 団 員 等 に 該 当 す る 者 が あ る も の

③ 暴 力 団 員 等 が そ の 事 業 活 動 を 支 配 す る 者

⑵ 令 和 七 年 二 月 十 日 ま で に 旧 被 承 認 者 か ら 当 該 承 認 に 係 る 地 位 を 承 継 し て 、 太 平

洋 に お い て 、 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 当 該 者 の 住 所 の 所 在 地 の

都 道 府 県 の 水 産 主 務 課 長 に よ る 当 該 都 道 府 県 の 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 遵 守 に 支

障 が な い 旨 の 意 見 書 が あ る 場 合 、 旧 被 承 認 者 に 代 わ っ て 、 ⑴ の 規 定 に よ る 承 認 を

受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 ⑴ の イ 及 び ロ の 条 件 は 適 用 し な い 。

⑶ 太 平 洋 に お い て 沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 を 新 た に 営 も う と す る 者 （ 以 下 ⑶ に お い て

「 当 該 者 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 か つ 、 旧 被 承 認 者 か ら 地 位 を 承 継 す る こ と の で
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き な い 者 は 、 ⑴ の 規 定 に か か わ ら ず 、 使 用 す る 船 舶 ご と に 、 令 和 七 年 二 月 十 日 ま

で に 申 請 し て 、 委 員 会 の 承 認 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 会

は 、 当 該 者 が ⑴ の ハ 及 び ニ の 条 件 並 び に 次 に 掲 げ る イ 及 び ロ の 条 件 を 満 た す と 認

め る と き は 、 承 認 す る も の と す る 。

イ 当 該 者 の 住 所 の 所 在 地 の 都 道 府 県 の 水 産 主 務 課 長 か ら 当 該 者 の 申 請 に つ い て

次 に 掲 げ る ① 及 び ② を 満 た す 旨 の 意 見 書 の 提 出 が あ る こ と 。

① 当 該 者 は 、 く ろ ま ぐ ろ の 漁 獲 に 係 る 都 道 府 県 が 行 う 採 捕 停 止 命 令 を は じ め

と す る 漁 業 関 係 法 令 を 遵 守 す る 者 で あ る こ と

② 当 該 者 の 漁 獲 能 力 を 勘 案 し て も 、 当 該 都 道 府 県 に 配 分 さ れ た 管 理 期 間 当 初

の 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 遵 守 に 支 障 を き た さ ず 、 か つ 、 当 該 者 に 対 し 、 く ろ

ま ぐ ろ の 漁 獲 を 一 キ ロ グ ラ ム 以 上 行 わ せ る 機 会 の 付 与 が 可 能 で あ る こ と

ロ イ の 意 見 書 の 内 容 や 都 道 府 県 に お け る 過 去 の 漁 獲 状 況 等 を 踏 ま え 、 国 際 的 に

定 め ら れ た 管 理 措 置 の 範 囲 と の 関 係 で 承 認 し て も 支 障 が な い と 判 断 さ れ る こ

と 。

⑷ ⑴ 又 は ⑶ の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 承 認 申 請 書 に 漁 船

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 謄 本 （ 以

下 「 原 簿 謄 本 」 と い う 。 ） 及 び 別 記 様 式 第 五 号 に よ る 誓 約 書 を 添 え 、 更 に ⑵ の 規

定 に よ る 申 請 の 場 合 に あ っ て は 、 旧 被 承 認 者 が 現 に 所 持 し て い る 承 認 証 及 び 別 記

様 式 第 三 号 に よ る 廃 業 届 を 添 え て 委 員 会 事 務 局 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 申 請 者 が 、 当 該 申 請 に 係 る 船 舶 に つ い て 、 漁 船 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

登 録 を 受 け た も の で あ る 旨 の 確 認 を 都 道 府 県 か ら 受 け た と き は 、 原 簿 謄 本 の 添 付

を 省 略 す る こ と が で き る 。

４ 承 認 証 の 交 付 と 変 更 等

⑴ 委 員 会 は 、 ３ の ⑴ 又 は ⑶ 、 ４ の ⑵ 若 し く は ⑷ の 承 認 を し た と き は 、 そ の 被 承 認

者 （ 以 下 「 現 被 承 認 者 」 と い う 。 ） に 別 記 様 式 第 二 号 に よ る 承 認 証 を 交 付 す る 。

⑵ 現 被 承 認 者 は 、 承 認 申 請 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 、 委 員

会 に 変 更 の 申 請 を し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

⑶ ⑵ の 規 定 に よ る 変 更 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 承 認 申 請 書 に 、 現 に 所 持

し て い る 承 認 証 を 添 え 、 更 に 船 名 又 は 船 舶 総 ト ン 数 の 変 更 に 係 る 申 請 の 場 合 に あ

っ て は 原 簿 謄 本 を 添 え て 、 委 員 会 事 務 局 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申

請 者 が 、 当 該 申 請 に 係 る 船 舶 に つ い て 、 漁 船 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を

受 け た も の で あ る 旨 の 確 認 を 都 道 府 県 か ら 受 け た と き は 、 原 簿 謄 本 の 添 付 を 省 略

す る こ と が で き る 。

⑷ 委 員 会 は 、 現 被 承 認 者 か ら 、 当 該 承 認 の 期 間 中 に 、 当 該 承 認 に 係 る 地 位 を 承 継

し よ う と す る 者 が 、 ３ の ⑴ ハ 及 び ニ の 条 件 を 満 た し 、 当 該 者 の 住 所 の 所 在 地 の 都
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道 府 県 の 水 産 主 務 課 長 に よ る 当 該 都 道 府 県 の 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 遵 守 に 支 障

が な い 旨 の 意 見 書 を 添 え て 当 該 承 認 の 承 継 の 申 請 を し た 際 は 、 こ れ を 承 認 し な け

れ ば な ら な い 。

⑸ ⑷ の 規 定 に よ る 承 認 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 承 認 申 請 書 に 、 現 被 承 認

者 が 現 に 所 持 し て い る 承 認 証 、 別 記 様 式 第 三 号 に よ る 廃 業 届 、 別 記 様 式 第 五 号 に

よ る 誓 約 書 及 び 原 簿 謄 本 を 添 え て 委 員 会 事 務 局 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 申 請 者 が 、 当 該 申 請 に 係 る 船 舶 に つ い て 、 漁 船 法 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

登 録 を 受 け た も の で あ る 旨 の 確 認 を 都 道 府 県 か ら 受 け た と き は 、 原 簿 謄 本 の 添 付

を 省 略 す る こ と が で き る 。

⑹ 現 被 承 認 者 は 、 当 該 漁 業 を 廃 止 す る と き は 、 速 や か に 、 別 記 様 式 第 三 号 に よ る

廃 業 届 に 、 現 に 所 持 し て い る 承 認 証 を 添 え て 、 委 員 会 事 務 局 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。

５ 承 認 証 の 再 交 付 の 申 請

⑴ 承 認 を 受 け た 者 は 、 承 認 証 を 亡 失 し 、 又 は 毀 損 し た と き は 、 別 記 様 式 第 四 号 に

よ る 承 認 証 再 交 付 申 請 書 を 委 員 会 事 務 局 に 提 出 し 、 そ の 再 交 付 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。

⑵ ３ の ⑷ 並 び に ４ の ⑶ 、 ⑸ 及 び ⑹ に 規 定 す る 現 に 所 持 し て い る 承 認 証 に つ い て 、

亡 失 又 は 毀 損 に よ り 委 員 会 事 務 局 に 提 出 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 別 記 様 式 第 四

号 に よ る 承 認 証 再 交 付 申 請 書 の 提 出 を も っ て 、 こ れ に 代 え る こ と が で き る も の と

す る 。

６ 承 認 の 取 消 し 等

⑴ 委 員 会 会 長 は こ の 指 示 に 違 反 し た 者 へ の 対 応 及 び 処 分 方 針 に つ い て 別 に 定 め る

も の と す る 。

⑵ 委 員 会 は 、 承 認 を 受 け た 者 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 承 認 を 取 り 消

す も の と し 、 当 該 取 消 し を 受 け た 者 は 、 速 や か に 、 そ の 承 認 証 を 委 員 会 事 務 局 に

返 納 し な け れ ば な ら な い 。

イ ３ 又 は ４ の 申 請 の 際 の 提 出 書 類 の 記 載 内 容 に 事 実 と 異 な る こ と が 記 載 さ れ て

い る こ と が 明 ら か に な っ た 場 合

ロ 法 第 百 二 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 百 二 十 条 第 十 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 農 林 水 産 大 臣 の 命 令 に 違 反 し た 場 合

７ 指 示 の 有 効 期 間

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 七 年 一 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る 。
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８ そ の 他

こ の 指 示 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 委 員 会 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

別 表 １
都 道 県 名 漁 業 名

東 京 都 か つ お ・ ま ぐ ろ 釣 り 漁 業

東 京 都 ま ぐ ろ は え 縄 漁 業

別 表 ２
都 道 県 名 漁 業 名

北 海 道 ま ぐ ろ は え な わ 漁 業

宮 崎 県 浮 魚 礁 利 用 漁 業
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別記様式第⼀号

太平洋広域漁業調整委員会会長　殿

住所：

氏名：

確認者（職・氏名）：

　沿岸くろまぐろ漁業について、太平洋広域漁業調整委員会指示第四十八号に基づ

き、下表に記入のとおり承認を申請します。

沿岸くろまぐろ漁業承認申請書

○○　　年　　月　　日

都道府県 所属漁協・支所

現行・新規（どちらかに〇） 変更（該当項目のみ記入）

承認番号
（新規の場合は空欄）

氏　名

申請者住所

使
用
す
る
船
舶

船　名

漁船登録番号

船舶総トン数

漁業の方法

操業海域

操業予定時期

　上記の漁船登録に関する記載事項について、漁船原簿の記載内容と相違がないこ

とを確認した。
○○　　年　　月　　日

※２操業海域、水揚げ市場（又は漁協）について複数ある場合は全て記載するこ
と。

※１申請者全員の申請内容を明らかにする書類を添付することにより、複数の申請
者が連名で申請することを可とする。

水揚げ市場
（又は漁協）

備　考
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太平洋広域漁業調整委員会会⻑

　　別記様式第二号

沿岸くろまぐろ漁業承認証
承認番号

住   所

⽒   名

船      名

漁船登録
番       号

承認期間

  年  ⽉  ⽇

備考：⽤紙は、⽇本産業規格Ａ６とする。

○○ 　年 　月 　日から

○○ 　年 　月　 日まで
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別記様式第三号

太平洋広域漁業調整委員会会長　殿

住所：

氏名：

下記の船舶は、沿岸くろまぐろ漁業に使用することを廃止します。

１　船名

２　漁船登録番号

３　船舶総トン数

４　承認番号

記

廃　　業　　届

○○　　年　　月　　日
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別記様式第四号

太平洋広域漁業調整委員会会長　殿

住所：

氏名：

下記の船舶に係る沿岸くろまぐろ漁業の承認証について、再交付を申請します。

１　船名

２　漁船登録番号

３　船舶総トン数

４　承認番号

５　再交付の原因

記

承認証再交付申請書

○○　　年　　月　　日
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別記様式第五号

太平洋広域漁業調整委員会会長　殿

住所：

氏名：

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　私は、次の①から③までのいずれにも該当しないことを誓約します。

② 法人であって、その役員又は使用人（操船又は漁ろうを指揮監督する者をいう。）
の中に暴力団員等に該当する者があるもの

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条
第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

適格性に関する誓約書

○○　　年　　月　　日

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 48 号の６の（１）に基づく沿岸くろま

ぐろ漁業の承認制の違反者への対応及び処分方針

令和６年 11 月 18 日 

太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、太平洋広域漁業

調整委員会指示第 48 号（以下「委員会指示」という。）の６の（１）に基づき、委

員会指示に違反した者への対応及び処分方針について、以下のとおり定める。 

１． 委員会指示の適切な実施を図るための対応 

(1) 委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報を接受した場

合等においては、速やかに事務局として会長に一報するとともに、関係す

る都道府県水産部局を通じて調査等を実施。
＊必要に応じて、水産庁は関係都道府県等と現地調査等を実施

(2) 会長は、水産庁が実施した(1)の調査等の報告を受け、必要と認めた場

合、会長名による指導文書を発出し、後日、委員会に報告。

２． 対応・処分基準 

(1) 上記１の対応を行った後に、上記の指導にもかかわらず指導に従わない

と見込まれる場合又は、再度違反が確認された場合の違反内容ごとの委

員会の対応・処分の基準は以下のとおりとする。

違反内容 委員会としての対応・処分 

① 承認を受けずに沿岸くろま

ぐろ漁業を営んだ場合

・漁業法第 121 条第４項で準用する同法第

120 条第８項に基づき農林水産大臣に対し

て指示に従うべきことを命じる旨の申請（裏

付命令の申請）をする。(注)

② 漁業法第 121 条第４項で
準用する同法第 120 条第
11 項の規定に基づく農林
水産大臣の命令に違反し
た場合

・委員会指示の６の（２）の規定に基づき、
承認を取り消す。

注：裏付命令の申請に係る手続は会長（又は会長職務代理者）一任とし、裏付命令
の申請をした場合、後日、委員会に報告するものとする。 

(2) 上記にかかわらず、委員会は、会長（又は会長職務代理者）が、違反が
悪質と認める場合で、書面により委員会の委員の半数以上の同意が得ら
れた場合は、裏付命令の申請を行うことができる。この場合は、後日、委員
会に報告するものとする。
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３． 処分する場合の手続き 
(1)  ２の対応・処分（裏付命令の申請を除く。）を行う場合は、委員会は、処分

予定者に対して、異議があれば 15 日以内に申し出るべき旨を催告しなけ
ればならない（なお、催告期間は催告日の翌日から起算するものとす
る。）。 
 

(2)  (1)により処分予定者に異議がある場合は、公開により委員会が処分予定
者から聴聞を行う。また、聴聞の際には、必要に応じて処分予定者が所属
する団体の長が立ち会うことができる。 
 

(3)  (2)の委員会の聴聞は、会長（又は会長職務代理者）、会長が聴聞の都度
指名する委員を含めた３名以上の委員が行い、事務局がこれを補佐する。 

 
(4)  (1)により異議がない場合又は(2)の聴聞の結果、異議に正当な理由が認

められない場合には、２の対応・処分を行う。 
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太平洋広域漁業調整委員会指示第 48 号の８に基づく沿岸くろまぐろ漁業の承

認制の事務取扱要領

令和６年 11 月 18 日策定 

 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、太平洋広域漁業調整

委員会指示第 48 号（以下「委員会指示」という。）の８に基づく沿岸くろまぐろ漁業の

承認制に関する事務の取扱等につき以下のとおり定める。 

１．事務処理の専決及び結果報告 

委員会指示の３及び４に定める承認の事務処理は、委員会会長の専決事項とし

て処理し、委員会会長は直近の委員会に承認の状況その他必要な事項を報告す

るものとする。 

２．操業の承認について 

委員会指示の３に定める操業の承認に係る手続きは以下によるものとする。 

（１） 承認条件について

① 委員会指示の３の（１）のイの「くろまぐろの漁獲実績を１キログラム以上有

すること」を証明する書類については、漁獲モニタリングデータ又は沿岸

くろまぐろ漁業の漁獲実績報告書とし、書類の写しを添付するものとする。

② 委員会指示の３の（１）のイのただし書きに該当するかどうか個別に確認

が必要な場合は、予め都道府県水産主務課を通じて委員会事務局と協

議するものとする。委員会指示の３の（２）の意見書についても同様とする。

③ 委員会指示の３の（１）のロのくろまぐろの漁獲に係る都道府県知事が行う

採捕停止命令に明らかに従わない漁業者でない旨の意見書については、

１） 当該申請漁業者や所属の漁業者団体等が採捕停止命令に従わない

ことを明らかにしている場合

２） 所属漁業協同組合等から、当該申請漁業者が、採捕停止命令に係る

指導に従わない、協力が得られない等の指摘があった場合

等の具体的事実がある場合を除いて、都道府県水産主務課長が総合的に

判断し問題ないと認められる場合は、その旨の意見をするものとする。なお、

都道府県が管内の申請漁業者に関してまとめて意見を行って差し支えな

いものとする。 

なお、委員会指示の３の（１）の承認申請期限は令和７年２月 10 日のた

め、委員会指示の３の（１）のロの「採捕停止命令に明らかに従わない漁業

者でない」旨の意見書は、令和６管理年度の途中で提出となるが、この場

合は意見書の提出日以前までの状況について意見を述べたものとなるの

で、意見書の提出日以後、令和６管理年度に１）や２）に該当した場合は、

委員会指示６の（２）のイの規定により、承認の取消しを行う場合がある。 

（２） 承継承認等について
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ア 委員会指示の４の（４）の承認（以下「承継承認」という。）は、以下により取

り扱うものとする。

① 親子等で承継承認の場合で、承認に係る船舶が承継前と後で同一の場

合は「親子等承継」とし、承認番号はそのまま引き継ぐものとする。また、

親子等は、親子間以外でも、同一都道府県内での承継も含むものとする。

② 親子等以外で、現被承認者の廃業を見合いに新規で承継承認を受ける

場合で、承認に係る船舶が承継前と後で異なる場合は「廃業見合新規」

とし、現被承認者の有する承認番号を廃し、承継承認の申請者に新たな

承認番号を発行するものとする。

③ ①、②のいずれの場合も、承継承認の申請数と同数の現被承認者の廃

業届の提出を要するものとする。

この場合の廃業届は、当委員会に係る承認のほか、日本海・九州西広域漁

業調整委員会、瀬戸内海広域漁業調整委員会に係る承認の廃業届でも差

し支えない。 

イ 委員会指示の３の（３）の承認は、以下により取り扱うものとする。

① 委員会指示の３の（３）のロの「国際的に定められた管理措置の範囲との

関係で承認しても支障がないと判断されること」とは、委員会指示の３の

（３）の規定による我が国全体の承認数の合計が 5000 を超えていないこ

とをいう。

② 各都道府県は意見書の提出に先立ち、令和７年１月 24 日までに当該申

請見込数を報告するものとする。これを集計した結果、5000 を超える場

合は、当該申請見込数の合計に占める各都道府県の申請見込数の比

率に応じて承認可能数の調整を行い、各都道府県の申請上限を定める。

その上で、当該申請上限の範囲内で申請書の提出を行うよう指示を行う。

その際の提出期限は指示の受領日を除く 14 日以内とする。

③ ②の承認は、アの②の「廃業見合新規」に準じて扱うこととし、申請者に

新たな承認番号を発行するものとする。

④ ③の規定にかかわらず、アの③に規定される現承認者の廃業届の提出

は要さないものとする。

３．申請書等の提出先について 

 委員会指示の３の（４）並びに４の（３）、（５）及び（６）の申請書等の提出先は、申

請者等の住所の所在地の都道県の区分に応じ、下記表の委員会事務局とする。

また、下記表の左欄に掲げる都道県以外の府県に住所を有する申請者等は、主

たる操業海域の属する都道県の区分に応じ、同表の右欄に掲げる委員会事務局

に提出するものとする。 
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都道県 委員会事務局及び所在地 

北海道 仙台漁業調整事務所 

青森県 （〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪 1 丁目 3-15） 

岩手県 

宮城県 

福島県 

茨城県 

千葉県 水産庁 

東京都 （〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1） 

神奈川県 

静岡県 

愛知県 

三重県 

高知県 

和歌山県 

徳島県 

愛媛県 

大分県 

宮崎県 

４．変更の承認について 

 委員会指示の４の（２）に定める変更の承認については、以下により取り扱うもの

とする。 

（１） 委員会指示の４の（２）の変更は承認を受けた者の申請書の記載事項で、

同一人物での氏名変更、同一船舶（漁船登録番号が同じ等）での船名変更、

使用船舶の変更（漁船登録番号が変わる代船）及び住所変更とする。

（２） （１）に記載の変更のうち、使用船舶の変更に係るものは、

① 現被承認者が、当該承認に係る船舶を当該承認に係る海域において沿

岸くろまぐろ漁業に使用することを廃止し、当該承認に係る期間の残存期

間につき、他の船舶について当該承認を申請する場合

② 現被承認者が、当該承認に係る期間中に、当該承認に係る船舶が滅失

し、又は沈没したため、当該承認に係る期間の残存期間につき、他の船

舶について当該承認を申請する場合とする。

５．その他 

（１） 委員会指示の承認申請等（委員会指示の３の（１）に基づく申請を除く。）で

必要となる書類を整理すると、別表のとおりとなる。

（２） 委員会指示の１の（２）で、漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38

年農林省令第５号）第２条第１項の漁業のうち、かつお・まぐろ漁業の許可を

有する者が総トン数 20 トン未満の動力漁船により我が国 200 海里内でくろま
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ぐろを採捕する際は、採捕報告を国等に行い、国からの操業上の指導に従う

ことを条件に、委員会指示ではかつお・まぐろ漁業として扱うものとする。 

（３） 沿岸くろまぐろ漁業の承認制に関する事務の取扱いにおいて、申請書類等

で次に該当する場合は、委員会事務局が技術的修正を行うことができるもの

とする。

① 申請者名の氏名に表外漢字が使用されている場合は、常用漢字に修正

することができる。

② 漁業協同組合やその支所等の名称が通用名で記載されている場合、正

式名称に修正することができる。

（４） 承認番号については、承認を有する者が廃業し、承継者が不在の場合、旧

承認者に割り当てられた承認番号は廃番とし、再使用はしないものとする。ま

た、承認番号は委員会事務局が指定するものとする。

（５） 操業海域は、別図の区分（Ｊ１～Ｊ４、Ｊ１０）を記入するものとする。

（６） 漁業の方法は曳き縄・はえ縄・釣り・その他から該当するものを記入し、その

他を記入する場合、具体的な漁法を備考欄に記入するものとする。
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複数都道府県をまたがる海域を回遊する資源の管理の取組状況 

（令和７年 11 月現在） 
 

 
 

  関係する委員会等 

 １ スケトウダラ日本海北部系群 日本海・九州西委 日本海北部会 

 ２ 太平洋北部沖合性カレイ類 太平洋委 北部会 

 ３ マサバ太平洋系群 太平洋委 

 ４ 太平洋南部キンメダイ 太平洋委 南部会 

 ５ 伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種 

  （トラフグ、マアナゴ、シャコ） 

太平洋委 南部会 

 ６ 伊勢湾・三河湾イカナゴ 太平洋委 南部会 

 ７ サワラ瀬戸内海系群 瀬戸内委 

８ カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘） 瀬戸内委 

９ 日本海北部マガレイ、ハタハタ 日本海・九州西委 日本海北部会 

１０ トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 日本海・九州西委、瀬戸内委 

１１ 日本海沖合ベニズワイガニ 日本海・九州西委 

１２ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ 日本海・九州西委 

１３ 日本海西部アカガレイ、ズワイガニ 日本海・九州西委 日本海西部会 

１４ 有明海ガザミ 日本海・九州西委 九州西部会 

１５ 九州・山口北西海域トラフグ 日本海・九州西委 九州西部会 

１６ 南西諸島海域マチ類 日本海・九州西委 九州西部会 

１７ 太平洋クロマグロ 日本海・九州西委 

太平洋委、瀬戸内委 
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水
産
資
源
ご
と
の
検
討
状
況
（
令
和
７
年
1
0
月
現
在
）

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
太
平
洋
系
群

令
和
3
年
1
1
月
2
9
日

令
和
4
年
3
月
2
8
日

令
和
5
年
3
月
7
日

令
和
5
年
9
月
2
2
日

令
和
6
年
4
月
2
4
日

令
和
7
年
1
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
対
馬
暖
流
系
群

令
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3
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1
2
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1
4
日

令
和
4
年
3
月
3
日
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5
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2
月
1
5
,1
6
日

令
和
6
年
1
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
瀬
戸
内
海
系
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令
和
4
年
1
1
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2
1
日
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5
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5
月
3
0
日

令
和
5
年
1
2
月
1
5
日

令
和
6
年
5
月
2
8
日

令
和
7
年
1
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ブ
リ

令
和
4
年
7
月
1
1
日

令
和
5
年
1
0
月
1
1
日

令
和
6
年
3
月
1
9
日

令
和
7
年
4
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ウ
ル
メ
イ
ワ
シ
対
馬
暖
流
系
群

令
和
3
年
1
2
月
1
4
日

令
和
4
年
3
月
3
日

令
和
5
年
2
月
1
5
,1
6
日

令
和
6
年
1
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ウ
ル
メ
イ
ワ
シ
太
平
洋
系
群

令
和
3
年
1
1
月
2
9
日

令
和
4
年
3
月
2
8
日

今
後
開
催

マ
ダ
ラ
本
州
太
平
洋
北
部
系
群

令
和
4
年
3
月
1
7
日

令
和
5
年
3
月
2
3
日

令
和
5
年
8
月
7
日

令
和
6
年
7
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

マ
ダ
ラ
本
州
日
本
海
北
部
系
群

令
和
4
年
2
月
2
5
日

令
和
5
年
3
月
9
日

令
和
5
年
7
月
4
日

令
和
6
年
7
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

マ
ダ
ラ
北
海
道
太
平
洋

令
和
5
年
3
月
3
日

令
和
6
年
1
月
1
9
日

令
和
6
年
3
月
1
5
日

令
和
6
年
7
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

マ
ダ
ラ
北
海
道
日
本
海

令
和
5
年
3
月
3
日

令
和
6
年
1
月
1
9
日

令
和
6
年
3
月
1
5
日

令
和
6
年
7
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ソ
ウ
ハ
チ
日
本
海
南
西
部
系
群

令
和
4
年
2
月
2
5
日

今
後
開
催

ム
シ
ガ
レ
イ
日
本
海
南
西
部
系
群

令
和
4
年
2
月
2
5
日

今
後
開
催

ヤ
ナ
ギ
ム
シ
ガ
レ
イ
太
平
洋
北
部

令
和
4
年
3
月
1
7
日

今
後
開
催

サ
メ
ガ
レ
イ
太
平
洋
北
部

令
和
4
年
3
月
1
7
日

今
後
開
催

ア
カ
ガ
レ
イ
日
本
海
系
群

令
和
5
年
5
月
2
2
日

今
後
開
催

ソ
ウ
ハ
チ
北
海
道
北
部
系
群

令
和
5
年
8
月
7
日

今
後
開
催

マ
ガ
レ
イ
北
海
道
北
部
系
群

令
和
5
年
8
月
7
日

今
後
開
催

ホ
ッ
ケ
道
北
系
群

今
後
開
催

マ
ル
ア
ジ
日
本
海
西
・東

シ
ナ
海
系
群

令
和
4
年
1
2
月
2
0
日

今
後
開
催

ム
ロ
ア
ジ
類
東
シ
ナ
海

令
和
4
年
1
2
月
2
0
日

今
後
開
催

サ
ワ
ラ
瀬
戸
内
海
系
群

令
和
5
年
6
月
1
2
日

今
後
開
催

サ
ワ
ラ
日
本
海
・東

シ
ナ
海
系
群

令
和
5
年
7
月
2
1
日

今
後
開
催

イ
カ
ナ
ゴ
瀬
戸
内
海
東
部
系
群

令
和
5
年
5
月
2
2
日

今
後
開
催

マ
ダ
イ
瀬
戸
内
海
中
・西

部
系
群

令
和
4
年
4
月
2
1
日

今
後
開
催

マ
ダ
イ
日
本
海
西
部
・東

シ
ナ
海
系
群

令
和
4
年
4
月
2
1
日

令
和
5
年
5
月
1
6
日

令
和
6
年
3
月
5
日

令
和
7
年
1
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

マ
ダ
イ
瀬
戸
内
海
東
部
系
群

令
和
5
年
6
月
1
2
日

今
後
開
催

ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
日
本
海
系
群
（
知
事
許
可
水
域
）

令
和
7
年
1
月
2
0
日

令
和
7
年
3
月
2
4
日

令
和
7
年
9
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
日
本
海
系
群
（
大
臣
許
可
水
域
）

令
和
7
年
2
月
1
2
日

令
和
7
年
3
月
1
9
日

令
和
7
年
9
月
か
ら
T
A
C
管
理
開
始

ヒ
ラ
メ
瀬
戸
内
海
系
群

令
和
4
年
2
月
8
日

今
後
開
催

ヒ
ラ
メ
太
平
洋
北
部
系
群

令
和
5
年
4
月
2
4
日

今
後
開
催

ヒ
ラ
メ
日
本
海
北
部
系
群

令
和
5
年
3
月
1
7
日

今
後
開
催

ヒ
ラ
メ
日
本
海
中
西
部
・東

シ
ナ
海
系
群

令
和
5
年
3
月
1
7
日

今
後
開
催

ト
ラ
フ
グ
日
本
海
・東

シ
ナ
海
・瀬

戸
内
海
系
群

令
和
5
年
7
月
2
1
日

令
和
7
年
7
月
2
9
日

今
後
開
催

ト
ラ
フ
グ
伊
勢
・三

河
湾
系
群

令
和
5
年
7
月
2
1
日

今
後
開
催

キ
ン
メ
ダ
イ
太
平
洋
系
群

令
和
4
年
1
2
月
2
0
日

今
後
開
催

ニ
ギ
ス
日
本
海
系
群

令
和
4
年
2
月
2
5
日

今
後
開
催

水
産
資
源

資
源
管
理
手
法

検
討
部
会

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
合

備
考

令
和
5
年
5
月
2
2
日
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広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の

今
後
の
役
割
の
検
討
に
つ
い
て

令
和
７
年
1
1
月
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背
景

１
背
景

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
広
調
委
）
は
、
こ
れ
ま
で
、
ク
ロ
マ
グ
ロ
、
キ
ン
メ
ダ
イ
、
サ
ワ
ラ
、

ト
ラ
フ
グ
、
ガ
ザ
ミ
に
関
す
る
「
委
員
会
指
示
」
の
発
動
な
ど
、
複
数
都
道
府
県
に
ま
た
が
る
海

域
を
回
遊
す
る
広
域
資
源
の
管
理
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

一
方
で
、
平
成
3
0
年
に
漁
業
法
が
改
正
さ
れ
、
資
源
管
理
の
基
本
を
T
A
C
管
理
と
す
る
こ
と
と

な
り
、
T
A
C
対
象
種
及
び
候
補
種
に
つ
い
て
は
、
広
調
委
と
は
別
に
意
見
交
換
等
を
行
う
場
が
設

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
広
域
資
源
の
管
理
に
対
す
る
広
調
委
の
役
割
に
つ
い
て
、

令
和
７
年
春
の
広
調
委
に
お
い
て
、
事
務
局
か
ら
以
下
の
提
案
を
行
っ
た
。

２
令
和
７
年
春
の
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
で
の
事
務
局
か
ら
の
提
案

今
後
の
広
調
委
は
、
漁
業
法
に
基
づ
く
資
源
管
理
を
進
め
て
い
く
上
で
の
課
題
解
決
、
例
え
ば
、

小
型
魚
の
漁
獲
抑
制
や
届
出
制
の
導
入
な
ど
に
関
し
、
省
令
や
漁
業
調
整
規
則
を
行
う
前
段
階
と

し
て
、
「
委
員
会
指
示
」
を
出
す
こ
と
で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
け
る
部
分
が
大
き
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
の
下
、
ま
ず
は
、
漁
業
法
に
基
づ
く
資
源
管
理
に
お
け
る
今
後
の
広
調
委
の
役

割
に
つ
い
て
、
水
産
庁
で
案
の
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
本
年
秋
に
開
催
予
定
の
広
調
委
に
お
い
て
、

委
員
の
皆
様
に
ご
議
論
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。

上
記
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
で
取
り
扱
う
資
源
に

つ
い
て
、
「
委
員
会
指
示
」
の
有
無
に
焦
点
を
当
て
て
、
取
り
扱
う
意
義

を
ご
議
論
い
た
だ
き
た
い
。
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広
域
漁
業
調
整
委
員
会
で
取
り
扱
っ
た
こ
と
の
あ
る
資
源
に
つ
い
て

関
係
す
る
委
員
会
等

委
員
会
指
示
の
有
無
最
新
の
委
員
会
指
示
の
有
効
期
間

マ
サ
バ
太
平
洋
系
群
【

TA
C
】

太
平
洋
委

無
―

太
平
洋
北
部
沖
合
性
カ
レ
イ
類

太
平
洋
委
北
部
会

無
―

太
平
洋
南
部
キ
ン
メ
ダ
イ

太
平
洋
委
南
部
会

有
R
7.
03

.0
4～

R8
.0
5.
31

伊
勢
湾
・
三
河
湾
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
対
象
種

（
ト
ラ
フ
グ
、
マ
ア
ナ
ゴ
、
シ
ャ
コ
）

太
平
洋
委
南
部
会

無
―

伊
勢
湾
・
三
河
湾
イ
カ
ナ
ゴ

太
平
洋
委
南
部
会

有
（
現
在
は
失
効
）

R
3.
01

.0
1～

R3
.1
2.
31

サ
ワ
ラ
瀬
戸
内
海
系
群

瀬
戸
内
委

有
R
7.
04

.0
1～

R8
.0
3.
31

カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
瀬
戸
内
海
系
群
（
燧
灘
）

【
TA

C
】

瀬
戸
内
委

無
―

ト
ラ
フ
グ
日
本
海
・
東
シ
ナ
海
・
瀬
戸
内
海
系
群

日
本
海
・
九
州
西
委
、
瀬
戸
内
委

無
―

日
本
海
沖
合
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
【

TA
C
】

日
本
海
・
九
州
西
委

無
―

日
本
海
西
部
・
九
州
西
海
域
マ
ア
ジ
、
マ
サ
バ
、
マ

イ
ワ
シ
【

TA
C
】

日
本
海
・
九
州
西
委

無
―

ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
日
本
海
北
部
系
群
【

TA
C
】

日
本
海
・
九
州
西
委
日
本
海
北
部

会
無

―

日
本
海
北
部
マ
ガ
レ
イ
、
ハ
タ
ハ
タ

日
本
海
・
九
州
西
委
日
本
海
北
部

会
無

―

日
本
海
西
部
ア
カ
ガ
レ
イ
、
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
【

TA
C
】

日
本
海
・
九
州
西
委
日
本
海
西
部

会
無

―

有
明
海
ガ
ザ
ミ

日
本
海
・
九
州
西
委
九
州
西
部
会

有
R
7.
04

.0
1～

R8
.0
3.
31

九
州
・
山
口
北
西
海
域
ト
ラ
フ
グ

日
本
海
・
九
州
西
委
九
州
西
部
会

有
R
7.
05

.0
1～

R8
.0
5.
31

南
西
諸
島
海
域
マ
チ
類

日
本
海
・
九
州
西
委
九
州
西
部
会

無
―

太
平
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
【

TA
C
】

日
本
海
・
九
州
西
委
、
太
平
洋
委
、

瀬
戸
内
委

承
認
：
有

遊
漁
：
有

承
認
：

R7
.0
1.
01
～

R9
.0
3.
31

遊
漁
：

R7
.0
4.
01
～

R9
.0
3.
31
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事
例
１
：
日
本
海
西
部
・
九
州
西
海
域
マ
ア
ジ
、
マ
サ
バ
、
マ
イ
ワ
シ

【
現
状
】

•
平
成
1
7
年
か
ら
、
マ
ア
ジ
を
対
象
と
し
た
資
源
回
復
計
画
の
作
成
に
着
手
。
マ
サ
バ
、
マ
イ

ワ
シ
も
そ
の
対
象
に
追
加
す
る
な
ど
し
な
が
ら
、
平
成
2
1
年
３
月
、
３
資
源
に
対
す
る
同
計

画
が
作
成
さ
れ
た
。

•
平
成
2
3
年
の
資
源
回
復
計
画
制
度
の
終
了
に
伴
い
、
平
成
2
4
年
か
ら
は
、
資
源
管
理
指
針
・

計
画
体
制
へ
移
行
。
そ
の
際
、
平
成
2
3
年
秋
の
広
調
委
で
水
産
庁
が
示
し
た
「
今
後
の
広
域

的
な
資
源
管
理
の
た
め
の
連
携
・
協
力
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
次
ペ
ー
ジ
参
考
）
を
踏
ま
え
、

本
件
資
源
管
理
の
関
係
者
間
の
合
意
文
書
と
し
て
「
広
域
資
源
管
理
方
針
」
が
策
定
さ
れ
た
。

•
以
降
、
同
方
針
に
基
づ
い
て
ま
き
網
漁
業
者
が
小
型
魚
の
保
護
等
の
自
主
的
な
資
源
管
理
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
毎
年
関
係
者
間
で
資
源
管
理
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
共
有
さ
れ
る
と
と

も
に
広
調
委
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

•
「
広
域
資
源
管
理
方
針
」
は
５
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
見
直
し
後
の
方
針

は
広
調
委
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

【
広
調
委
へ
の
報
告
の
必
要
性
（
関
係
者
聞
き
取
り
結
果
）
】

•
水
産
庁
が
整
備
し
た
マ
ウ
ン
ド
礁
（
※
１
）
の
周
辺
の
資
源
管
理
措
置
（
※
２
）
に
つ
い
て
、

「
広
域
資
源
管
理
方
針
」
の
中
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
※
１
）
石
材
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
投
入
し
て
造
成
す
る
山
脈
状
の
構
造
物

（
※
２
）
マ
ウ
ン
ド
礁
周
辺
か
ら
半
径
１
マ
イ
ル
以
内
に
お
い
て
は
、
マ
ア
ジ
、
マ
サ
バ
、
マ
イ
ワ
シ
の
採
捕
を
目
的
と
し
た
操
業
は
行
わ
な
い

•
「
広
域
資
源
管
理
方
針
」
が
広
調
委
で
報
告
・
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
団
体
が
、

所
属
す
る
漁
業
者
に
対
し
て
資
源
管
理
の
取
組
を
強
く
指
導
で
き
る
。
ま
た
、
関
係
漁
業
者

が
小
型
魚
の
保
護
等
の
取
組
を
し
て
い
る
こ
と
を
周
知
で
き
る
。
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【
参
考
】
資
源
管
理
指
針
・
計
画
体
制
へ
の
移
行

（
当
該
体
制
は
令
和
５
年
度
末
ま
で
に
漁
業
法
に
基
づ
く
資
源
管
理
協
定
に
移
行
）
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事
例
２
：
日
本
海
沖
合
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ

【
現
状
】

•
平
成
1
7
年
に
資
源
回
復
計
画
が
作
成
さ
れ
て
以
降
、
平
成
2
3
年
度
末
ま
で
、
同
計
画
に
基
づ

く
広
域
的
な
資
源
管
理
の
取
組
が
実
施
さ
れ
た
。

•
平
成
2
4
年
度
以
降
は
、
資
源
管
理
指
針
・
計
画
体
制
に
よ
る
資
源
管
理
が
実
施
さ
れ
た
。

•
こ
の
間
、
生
産
者
・
加
工
仲
買
業
者
・
卸
売
業
者
の
三
者
が
集
ま
る
境
港
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ

産
業
三
者
協
議
会
等
に
お
い
て
、
水
揚
状
況
、
資
源
状
況
、
取
組
状
況
及
び
そ
の
他
必
要
な

報
告
及
び
情
報
共
有
等
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
広
調
委
に
て
取
組
状
況
等
が
報
告
さ
れ
た
。

•
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
日
本
海
系
群
は
、
令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
T
A
C
管
理
へ
と
移
行
し
た
。

（
大
臣
管
理
水
域
：
漁
業
法
に
基
づ
く
IQ
管
理
。
知
事
許
可
水
域
：
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
管
理
。
）

【
広
調
委
へ
の
報
告
の
必
要
性
（
関
係
者
聞
き
取
り
結
果
）
】

•
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
の
資
源
管
理
に
お
い
て
は
、
数
量
に
よ
る
管
理
の
み
な
ら
ず
、
漁
具
規
制

や
小
型
個
体
の
保
護
と
い
っ
た
取
組
が
重
要
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
広
調
委
に
対
し
て
報
告

し
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
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事
例
３
：
太
平
洋
北
部
沖
合
性
カ
レ
イ
類

【
現
状
】

•
平
成
1
3
年
、
資
源
量
や
漁
獲
量
が
減
少
し
て
い
る
魚
種
（
サ
メ
ガ
レ
イ
、
キ
チ
ジ
）
及
び
小

型
魚
の
混
獲
割
合
の
高
い
魚
種
（
キ
チ
ジ
、
ヤ
ナ
ギ
ム
シ
ガ
レ
イ
、
キ
ア
ン
コ
ウ
）
が
資
源

回
復
計
画
の
対
象
種
と
し
て
選
定
さ
れ
、
平
成
1
5
年
に
、
こ
れ
ら
を
対
象
と
す
る
同
計
画
が

作
成
さ
れ
た
。

•
平
成
2
4
年
の
資
源
管
理
指
針
・
計
画
体
制
へ
の
移
行
後
も
、
青
森
県
か
ら
茨
城
県
ま
で
の
漁

業
者
間
で
意
見
交
換
会
を
開
催
し
な
が
ら
資
源
管
理
の
取
組
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

【
広
調
委
へ
の
報
告
の
必
要
性
（
関
係
者
聞
き
取
り
結
果
）
】

•
広
調
委
に
お
い
て
本
取
組
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
結
果
、
保
護
区
設
定
の
取
組
等
に
関
し
、

漁
業
者
の
意
識
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

•
今
後
の
T
A
C
管
理
導
入
も
含
め
た
議
論
に
向
け
て
、
広
調
委
へ
の
報
告
を
含
め
、
本
取
組
を

継
続
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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事
例
４
：
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
瀬
戸
内
海
系
群
（
燧
灘
）

【
現
状
】

•
平
成
1
7
年
３
月
に
資
源
回
復
計
画
を
作
成
し
た
際
に
、
休
漁
の
取
組
を
担
保
す
る
た
め
、
委

員
会
指
示
が
発
出
さ
れ
た
。

•
資
源
回
復
計
画
が
終
了
し
た
平
成
2
4
年
度
以
降
は
、
燧
灘
資
源
管
理
検
討
会
（
瀬
戸
内
海
漁

業
調
整
事
務
所
、
県
（
広
島
、
香
川
、
愛
媛
）
、
研
究
機
関
）
が
設
置
さ
れ
、
年
１
回
の

ペ
ー
ス
で
資
源
管
理
の
状
況
を
広
調
委
に
報
告
す
る
体
制
と
さ
れ
た
。
こ
の
体
制
へ
の
変
更

に
伴
い
、
委
員
会
指
示
の
発
出
は
終
了
し
た
。

•
平
成
3
1
年
３
月
の
広
調
委
に
お
い
て
、
資
源
管
理
の
取
組
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
を
踏
ま
え
、
以
降
は
、
報
告
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
広
調
委
へ
報
告
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
（
そ
れ
以
降
、
広
調
委
へ
の
報
告
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
）

•
令
和
７
年
１
月
か
ら
、
T
A
C
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
管
理
の
対
象
と
な
っ
た
。
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検
討
事
項

委
員
会
指
示
が
有
る
も
の

委
員
会
指
示
の
改
正
等
の
必
要
性
に
応
じ
て
協
議

委
員
会
指
示
が
無
い
も
の

（
１
）
漁
業
法
に
基
づ
く
資
源
管
理
の
推
進
の
た
め
、

委
員
会
指
示
を
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

（
２
）
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
瀬
戸
内
海
系
群
（
燧
灘
）
の
よ
う
に
、

報
告
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
広
調
委
に
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
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機密性○情報 ○○限り

広域漁業調整委員会の概要 

１ 委員会の設置 

 我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、都道府県

の区域を越えて分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁

業と複数の知事管理漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行う

ことを目的に、平成１３年の漁業法の改正により国の常設機関として設置

されています。 

 また、委員会の効率的な運営のため、資源の分布、利用等に応じ、関係

委員により構成される部会が設けられています。 

・太平洋広域漁業調整委員会（太平洋北部会、太平洋南部会）

・瀬戸内海広域漁業調整委員会

・日本海・九州西広域漁業調整委員会（日本海北部会、日本海西部会、

九州西部会）

２ 委員会の機能 

広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項について

協議調整を行います。 

① 複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての

検討

② 資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動

③ ①に関連する漁業調整

３ 委員構成 

各委員会は、都道府県ごとに互選する沿岸漁業の代表者を主とする海区

代表者と、国が選任する沖合漁業の代表者を主とする関係漁業の代表者（瀬

戸内海除く）並びに学識経験者で構成され、太平洋、瀬戸内海、日本海・

九州西の各委員会の委員数は、それぞれ 28 名、14 名、29 名（計 71 名）

です。 

また、太平洋と日本海・九州西に設置する部会については、沿岸漁業者

を実質的に代表する海区代表委員と沖合漁業者の代表委員数は、バランス

がとれるようにしています。
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太平洋広域漁業調整委員会事務規程 

（所掌事務） 

第１条 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、漁業法（昭和２４

年法律第２６７号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

２ 委員会は、太平洋海域における資源管理及びこれにかかる漁業調整上必要な事

項に関し農林水産大臣から意見を求められたときは、調査審議してこれに答申

し、又はこれらに関し必要と認められるときは、農林水産大臣に意見を具申す

る。 

（事務局の所在地） 

第２条 委員会の事務局は、水産庁内に置く。 

（委員会） 

第３条 委員会は、委員２８人をもって組織する。 

２ 農林水産大臣は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるとき

は、委員会に専門委員を置くことができる。 

    ３ 専門委員は、学識経験がある者の中から、農林水産大臣が選任する。 

（会長及びその職務） 

第４条 委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選す

ることができないときは、農林水産大臣が漁業法第１５３条第２項第３号の委員

の中からこれを選任する。 

    ２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

 ３ 委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ

委員が互選した者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が

ともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する

者にともに事故があるときの会議は、農林水産大臣が招集する。 

 ２ 会長（会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代

理する者にともに事故があるときは、農林水産大臣）は、在任委員の３分の１以

上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して委員会の会議を招集すべき旨

の要求があったときは、その要求のあった日から 15 日以内に委員会を招集しなけ
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ればならない。 

 ３ 委員会の会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項並びに

委員会の日時及び場所を公衆の見やすい方法によって公示するとともに、各委員

に通知しなければならない。 

４ 委員は、会長が適当と認める情報通信機器を活用して会議に出席することがで 

きる。 

第６条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

 ２ 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

３ 委員会の会議は、公開とする。 

第７条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。た

だし、委員会において緊急の必要があると認めた事項については、この限りでは

ない。 

第８条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。 

２ 委員が発言を求めたときは、その要求の順序によって会長がこれを許可する。 

第９条 委員会は、必要があると認めるときは、特別の事項に関し参考人から意見を求

めることができる。 

    ２ 参考人の選定は、委員会の意見を踏まえ、会長が行う。 

第 10 条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議

事にあずかることができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出

席し、発言することができる。 

第 11 条 会長は、次の事項を記載した委員会の議事録を作成するものとする。 

一 開会、休憩及び散会の年月日、時刻及び場所 

二 出席委員の氏名 

三 付議事項 

四 議事 

五 議決の数 

六 報告書 
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七 答申書又は具申書 

 八 その他重要な事項 

第 12 条 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名するものと

する。 

第 13 条 議事録は、一般の縦覧に供するものとする。 

（部会）

第 14 条 委員会は、委員会が置かれた海域内に、太平洋北部会及び太平洋南部会を置

く。 

２ 太平洋北部会は、北海道から茨城県に面する海域に置き、その海域において完

結する事項の処理に関し調査審議するものとする。 

３ 太平洋南部会は、千葉県から宮崎県に面する海域に置き、その海域において完

結する事項の処理に関し調査審議するものとする。 

４ 部会の委員は、委員会の委員の内、次に揚げる者をもって組織する。 

一 部会の区域内に設置された海区漁業調整委員会から互選された委員 

二  農林水産大臣が選任した漁業者代表委員の内、委員会の会長が指名する委員 

三  農林水産大臣が選任した学識経験委員全員 

５ 部会の会議に関し必要な事項は、部会の会議で定める。 

６ 部会は、調査審議の結果を、委員会に報告しなければならない。 

７ 委員会は、部会の設置された海域において完結する資源管理の推進に関する調

査審議については、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものと

する。 

８ 委員会は、部会の議決を尊重するものとする。 

（専門部会の設置） 

第 15 条 委員会は、その議決により、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門の事項の処理に関し、調査審議するものとする。 

３ 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

４ 専門部会の会議に関し必要な事項は、専門部会の会議で定める。ただし、議事

については全員の一致により決するものとする。 

５ 専門部会は、調査審議の結果を、委員会に報告しなければならない。 

６ 委員会は、専門部会の議決を尊重するものとする。 

（他の広域漁業調整委員会との協議） 
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第 16 条 委員会は、委員会の置かれた海域と他の広域漁業調整委員会が置かれた海域に

跨って分布回遊する資源、または、委員会の置かれた海域で他の広域漁業調整委

員会が置かれた海域の漁業者も利用している資源に関する事項については、当該

広域漁業調整委員会と協議を行ったうえ処理するものとする。 

２ 当該広域漁業調整委員会との協議において、必要な場合には合同の会議を開催

することとし、この会議に関し必要な事項は、その都度当該広域漁業調整委員会

と協議して定めるものとする。 

（規程の改正） 

第 17 条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。 

（庶務） 

第 18 条 委員会の庶務は、水産庁において処理する。 

（雑則） 

第 19 条 この規程に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は、会長がその都

度定める。 

（附則） 

この規程は、平成１３年１０月２９日より適用する。 

この規程は、平成２４年４月１日より適用する。 

この規程は、令和２年５月２７日より適用する。 

この規程は、令和２年 12 月２日より適用する。 

（以 上） 
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